
第1章・地域資源を生かした産業のまち

第７次別海町総合計画（令和６年度）達成状況確認シート
現状（Plan/Do）　 点検・評価・方針（Check/Action）　

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

第１章 地域資源を生かした産業のまち　～海と大地が輝く　豊かで活力ある産業づくり～
（１）農業の振興

生乳生産量
（ｔ）

479,268 482,209 491,281 501,239 514,054 502,638 477,375 489,841 
B（ 75％
程度 ）

草地整備更新率
（％）

10 10 4 5 4 4 4 4
D( 25％
程度 ）

農業委員会
遊休農地率

（％）
0 0 0 0 0 0 0 0

A（ ほぼ
100％ ）

毎年８月から１０月にかけて実施している
農地パトロールと農業委員の日常活動時
に農地の利用状況を注視するとともに各
種権利設定を確実に行うことで、離農が
進み多くの農地の遊休化が懸念される
中、遊休農地の発生を抑え適切な活動が
行えている。

同様の活動を継続することで、遊休農地
の発生防止に努める。

新規就農者数
【期間累計】

（戸）
15 30 1 4 7 7 14 16

A（ ほぼ
100％ ）

北海道農業士、
北海道指導
農業士数

【期間累計】
（人）

5 10 0 0 0 0 0 0
D( 25％
程度 ）

農業委員会 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

農業者年金については、町広報誌及び農
業委員会だよりによる周知を行っているほ
か、農協の担当職員と連携し農業者への
説明の機会を確認し加入の促進を図って
いる。

農業者年金のほかに確定拠出年金
（iDeCo）などの選択肢があることから、加
入対象者数の実態把握が難しいため、加
入推進に当たっては慎重に進める必要が
ある。
また、年金受給に係る各種手続きなど、加
入後のサポートも必要である。

③ 環境と調和す
る酪農・畜産の
推進

事業者や関係団体等と連携し、農
業と漁業の共存共栄を目指した環
境保全対策に取り組みます。また、
集約放牧を進め、飼料の購入費や
家畜排せつ物処理費の削減を図る
とともに、国営事業による肥培施設
の整備によって、家畜ふん尿の適
正な管理・処理を推進します。さら
に、排水路の土砂上げ等維持管理
を計画的に実施します。

農政課

肥培かんがい
施設整備数
【期間累計】

（戸）

38 70 9 18 27 34 41 46
A（ ほぼ
100％ ）

肥培かんがい施設の整備を着実に進め、
令和５年度中間目標を達成しており、環境
に配慮した産業振興に向けた取組が進ん
でいる。

国営環境保全型かんがい排水事業による
肥培施設の整備については順調に進んで
いる。
今後、排水路の土砂上げ等維持管理を実
施予定。

④ 消費者ニーズ
に応える安全・
安心・良質な生
産の推進

安全・安心な製品の製造及び原料
乳の供給に努めるとともに、生産者
や農業団体による自主的な取組の
推進及び普及・啓発を進めます。

農政課 ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐
C（ 50％
程度 ）

株式会社べつかい乳業興社では、
HACCP及びISOを別海町酪農研修牧場で
は、ISOを取得している。また、農業団体に
おいても畜舎環境衛生調査などの取組を
行っており、取り組みの推進及び普及・啓
発を行っている。

2023年6月1日からHACCPの義務化が始
まったことにより、HACCPに沿った衛生管
理が行われ、安全・安心な原料供給につ
ながっている。
畜産GAPについては認証を取得すること
による労力等の課題が多く普及への課題
となっている。

⑤ 地域ブランドの
確立

「べつかい」ブランドの一層の充実
を図り、本町の乳製品の価値向上
に取り組みます。

農政課

別海ブランド
高付加価値
製品開発数
【期間累計】

（個）

3 6 2 4 5 6 6 7
A（ ほぼ
100％ ）

「べつかい」ブランド向上及びPRのため、
定期的に新たな製品を開発しており、㈱
べつかい乳業興社の認知度向上につな
がっている。

施設や設備機器等の老朽化が進んでい
ることから、㈱べつかい乳業興社と定期的
に協議を行い、優先順位をつけ事業費を
平準化して改修を行っているが、優先度
が低い施設や設備機器についても老朽化
の状況を注視し、不測の事態に備える必
要がある。

主要施策 内容

① 農業生産基盤
の充実

農業生産額及び生乳生産量の増
加を図るため、各種基盤整備事業
を計画的に実施し、農業生産性を
向上させます。また、離農跡地の積
極的な利用調整活動や農地利用
状況調査により、遊休農地・耕作放
棄地の発生を防止し適正な農地利
用を促進します。

農政課

生産抑制の見直しが行われ生産額が増
加している。
草地更新は、道営、公社営事業により計
画どおり実施されているが、目標に達して
いない状況である。

農業生産基盤整備は、国営、道営、公社
営などの各種事業により計画的に整備さ
れているところであるが、資材高騰等によ
り要望量が減少しつつある。更新率を上
げるための町独自支援事業の活用や、施
行時期の分散などが課題である。

② 多様な担い手
の育成・確保と
創造的な農業
経営の展開

農業後継者や新規参入者の育成・
確保とともに、家族経営を地域でサ
ポートする多様な営農システムの
整備により、農業生産性の向上を
促進します。また、農業者年金への
加入促進や法人化の相談・助言等
により家族経営を含めた農家経営
安定化に向けた支援を行います。

農政課

中間目標の15戸は達成し、別海町及び関
係機関で組織する団体活動の効果で新
規就農者を獲得できており、最終目標で
ある30戸就農まで引き続き積極的な活動
を行いたい。

農業士及び北海道農業士についても、引
き続き関係機関とともに推薦協議を続け
ていきたい。

新たな担い手の確保及
び後継者対策は喫緊の
課題となっています。近
年、酪農に限らず農業全
体での担い手不足が顕
著であり、新規就農希望
者も少ないことから、今
後、離農による農業生産
額や生乳生産量の減少、
遊休農地の増大が懸念
されます。
また、新規就農者にとっ
ては、既存施設の老朽化
による改修等多大な投資
が必要であり、農地取得
と併せて、就農に向けた
初期投資が大きな負担と
なっています。
別海町酪農研修牧場は、
新規就農希望者の円滑
な就農を図ることを目的
に、実践的な研修を行う
施設として建設されまし
たが、施設建設から20年
以上が経過し、施設の老
朽化が著しいことから、
計画的な施設整備が必
要となっています。
地籍調査については、土
地情報を正確に把握し、
農地等の適正な管理及
び円滑な利活用を促進す
るため、未調査地域の調
査実施に向けた検討が
必要となっています。

農業の振興施策を総合
的かつ計画的に推進す
るとともに、「将来にわ
たって持続的で多様な農
業生産」と「魅力ある農村
環境の確立」を目指すた
めの施策を推進します。

1 / 36 ページ



第1章・地域資源を生かした産業のまち

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

⑥ 「食」を通じた
消費と生産の
関係強化と魅
力ある情報の
発信

生産者と町外の消費者との結び付
きの強化に向けた取組を推進する
とともに、「別海町食育・地産地消
推進計画」に基づき、町民の理解、
協力を得ながら、家庭や学校、地
域等における食育・地産地消を推
進します。

農政課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

令和６年度は、町内ＰＴＡを対象にした乳
和食セミナーを実施し、乳和食の活用、普
及促進や家庭での食生活の向上を図っ
た。また、町内外の多くの人が来場する産
業祭で乳和食ブースを設け、乳和食を実
際に食べてもらう等、より一層の対外的な
乳和食の普及・推進活動に取り組んだ。
なお、乳和食セミナー及び産業祭の来場
者から、地域の料理教室や学校の授業で
乳和食を取り扱いたいとの要望を複数受
けており、実際に開催した料理教室も含
めて乳和食に興味関心を示す消費者が
増えている印象である。

今後はさらにターゲットを広げて、乳和食
の栄養健康機能がより効果的とされる高
齢者を対象にした取組も検討しているとこ
ろ。

農政課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
C（ 50％
程度 ）

別海町グリーンツーリズムネットワークは
令和６年８月に解散し、特定非営利活動
法人別海町文化財ネットワークに引き継
がれた。同時に構成団体からも別海町農
政課は外れる形となったが、引き続きふっ
とぱあすコース整備は事業継続する形と
なるため、要請があれば対応を考えてい
る。

農泊については、受入農家の負担が大き
く、拠点となる施設もないため、受け入れ
態勢の拡充は難しい状況にある。

商工観光課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
C（ 50％
程度 ）

別海町グリーンツーリズムネットワークの
活動を引き継いだNPO法人別海町文化財
ネットワークでは、同種の事業は実施され
ているものの、その指向性は文化財的な
事物を主としたものであり、ここで目指した
内容を踏まえた実施は少ない。
また、農泊についても、町補助金・民泊新
法の施行があるなどして追い風傾向にあ
るが、本件に係わる取組としての進捗は
なく、肯定的な状況にない。

自ら考え行動する外部団体の取組に依存
した形となっている状況では、町が想定し
たような進捗を得られる可能性は低い。ま
た、そのことが団体の活動として否定され
るものでもないと考える。
そのため、本件については産業に関連し
た交流人口づくり、新規就農等を目指した
取組などに対して現在も適切であるか改
めて考え、他の手法を検討する時期にあ
ると考える。

⑧ 課題解決に向
けた大学・研究
機関との連携

酪農畜産に関する情報蓄積や地域
課題の解決に向け、大学・研究機
関と連携を図り、研究結果を施策に
反映するほか、関連団体及び町民
を対象とした研修会を実施します。

農政課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

学校法人酪農学園と受託研究契約を締
結し連携を図っている。主な研究として、
酪農の環境に与える影響に関する調査・
分析等の研究を行い、関係団体等に対す
る研修会などを通して町全体の環境意識
を高める一助となっている。

今後も学校法人酪農学園と連携し、本町
における持続可能な農畜産業の推進に向
けた研究を進めていく。

⑨ 地籍調査の円
滑な利活用

土地の境界や面積を明確にし、円
滑な利活用を促進します。

管理課
地籍調査率

（％）
100 100 92 92 92 92 98 98

A（ ほぼ
100％ ）

調査再開に向けた検討をしてきたが、必
要性が無いことから未実施。

登記事務棟での活用見込みが無いこと
や、膨大な費用が見込まれることから現
在の調査率をもって完了とする。

⑦ 都市と農村の
交流の促進

農業・農村の持つ多面的な機能及
び公益的な役割への理解促進に向
けた取組として、旧ＪＲ標津線を利
用したフットパスツアーや酪農体験
ができる農泊等の体験型の活動を
関係団体と連携しながら実施しま
す。
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基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

（２）林業の振興

町植樹祭
植樹面積

【期間累計】（ha）
3.0 6.0 1.22 1.22 1.22 1.57 2.32 2.32

B（ 75％
程度 ）

町有林造林面積
（ha）

30 30 36.51 32.28 25.74 33.99 24.92 28.43
A（ ほぼ
100％ ）

町有林間伐面積
（ha）

53 53 47.32 53.57 21.56 98.46 71.15 65.39
A（ ほぼ
100％ ）

町有林皆伐面積
（ha）

16 16 25.02 7.14 11.65 15.53 15.04 17.53
A（ ほぼ
100％ ）

② 林業生産基盤
の保全・整備

植栽から保育、管理まで町内で一
体的に取り組むほか、河畔への植
栽を実施します。また、「別海町森
林整備計画」に基づき、生物多様
性への配慮が必要な水辺林等を指
定し、保全します。

水産みどり課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

平成31年度から取り組んでいた河畔林整
備事業は、これまで協議を重ね一般所有
者の理解や各関係者の協力の下、令和4
年度から植栽を実現した。

長期の事業となる見込みであることから現
在は同意を受けているも数年後に所有者
の心変わりや世代交代などによる計画面
積の減少が懸念されるため、確約書を取
り交わすなど、実施箇所の確保をする必
要がある。

③ 計画的な森林
整備等の促進

計画的な森林整備の実施に向け
て、民有林の造林・下刈り・野ねず
み駆除への補助を行い、森林所有
者の負担を軽減します。また、シカ
柵の設置を補助対象とし、植林後
のエゾシカによる食害を防ぎます。

水産みどり課
民有林造林面積

（ha）
55 55 54.23 61.07 55.62 67.29 76.42 55.86

A（ ほぼ
100％ ）

近年の木材価格の低迷などにより所有者
の森林整備に対する意欲が損なわれる
中、補助を行うことで町内の森林が持つ
多面的機能の発揮や、森林形態の維持
が保たれている。

今後も造林者の負担軽減が図られるよ
う、事業継続が必要である。

（３）水産業の振興
① 漁業生産基盤

の充実
安全・安心な水産物供給を図るた
め、衛生管理施設の整備及び施設
の老朽化対策等を進め、漁業生産
基盤を充実させます。 水産みどり課

漁業総生産額
（億円）

100 100 95 56 81 84 86 82
B（ 75％
程度 ）

近年の秋サケ量の激減に加え、令和６年
は猛暑等の影響によるアサリ漁等が不調
であったため、漁業生産額が目標に達し
なかった。

秋サケ資源回復が喫緊の課題であるほ
か、アサリ、ホッキ、ホタテ、ニシン等につ
いても引き続き、水産資源増大対策に取
り組む必要がある。

② 水産資源の維
持増大による
管理型漁業の
推進

漁場の生産力を高め、貝類の資源
増大を図るとともに、種苗育成施設
における計画的な生産を推進しま
す。また、漁業者や水産加工関係
者が安心して水揚げ加工ができる
ように水産系副産物再資源化施設
を適切に管理運営します。

水産みどり課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

アサリ･ホッキ･シジミなど二枚貝の移殖を
はじめ、ウニ・ニシン種苗センターでの計
画的な種苗の生産・育成及び放流が実施
されている。なお、水産系副産物再資源
化施設はカドミウム含有の関係からホタテ
ウロの受入は停止しているが、その他副
産物については肥料製造されている。

秋サケの水揚げが激減していることから、
漁協や関係機関と協議をし、種苗育成施
設での新たな魚種の選定など資源増大を
図る取組みを進める必要がある。
また、ホタテウロの再資源化について、町
内での処理実現に向けて調査・検証を進
めていく。

③ 担い手の育成
と経営基盤の
強化

漁業経営に対する意識の高揚及び
若手リーダーの育成を図るため、
漁業協同組合連絡協議会を主体に
各種研修会への積極的参加を促し
ます。

水産みどり課 3 0 0 1 1 0
C（ 50％
程度 ）

漁協連絡協議会研修会の開催はなかっ
たが、協議会にて漁協等との意見交換を
実施した。
また、経営基盤の強化として、生産性の向
上や省力化などに必要な漁業機器の導
入に対する支援を実施した。

今後も漁協と連携し、漁業の担い手対策
を図るとともに、経営基盤強化への支援
策を継続して実施していく。

水産みどり課

新企画商品の
開発

【期間累計】
（件）

2 5 0 0 0 1 2 2
A（ ほぼ
100％ ）

令和６年度は新企画商品の開発はなかっ
たが、補助事業をとおして、町民還元セー
ルや浜の母さん料理教室などを実施し、
地場水産物の販路拡大や高付加価値化
を図った。

地場水産物の販路拡大や高付加価値化
については、引き続き取り組みを支援して
いく。新企画商品の開発については、漁協
等の関係機関にも積極的に働きかける必
要がある。

商工観光課

新企画商品の
開発

【期間累計】
（件）

2 5 0 1 2 2 2 3
A（ ほぼ
100％ ）

地元食材を活用した高付加価値商品とし
て食べる辣油3品を観光協会がリリース。
併せて、地場産品・返礼品等を扱う自動
販売機が設置されたことで、町内での販
売チャンネルが設けられた。

原材料の価格高騰が続く中で、日常的な
材料を高付加価値化する取組が求められ
ているものと考える。
また、町内における販売チャンネルの状
況を踏まえ、持続可能性のある取組とな
るよう積極的な支援が必要な状況にあ
る。

本町の森林面積は、
38,880haと総面積の29％
を占め、国有林
10,478ha、道有林
2,171ha、町有林
7,076ha、私有林19,155ha
となっています。
今後、人工林資源が本格
的な利用期を迎える中、
既存の制度や2019年度
（平成31年度）に創設さ
れる森林環境譲与税（仮
称）を活用し、本町の森
林面積の約半分を占める
私有林の着実な整備の
推進や、森林資源の循環
利用による林業の成長産
業化に向けて国や道と連
携し、施策の充実を図る
必要があります。
また、関係機関との連携
のもと、森林所有者の意
識の高揚や民有林への
助成事業を推進し、計画
的な森林整備に努めま
す。

森林の持つ多面的機能
の発揮に向け、保安林、
河畔林の計画的な森林
整備を進めるとともに、町
民の学習や健康づくりに
向けた森林の総合的利
用を推進します。

① 森林の保全・育
成と総合的利
用

森林が持つ多面的機能の発揮の
ため、造林・間伐・野ねずみ駆除等
による森林の保全を進めます。ま
た、別海町植樹祭の開催や、町立
公園内への植樹を通して、町民が
樹木と身近に接する機会の確保や
木育の場を提供します。

水産みどり
課

町有林整備事業については、ほぼ計画通
りに進んでおり一定の効果が発揮できて
いる。
別海町植樹祭は令和2～3年度新型コロ
ナの流行により開催中止、4年度が縮小
開催、令和6年度ﾋｸﾞﾏによる乳牛被害で
開催中止という結果だが、実のなる木事
業を実施することにより児童や生徒に森
林や自然に関する興味関心を促し、併せ
て木育学習の機会を提供している。

約７千haの町有林の必要に応じた適切な
施業を計画的かつ効率的に実施するた
め、森林経営計画を精査しながら進めて
いく。
また、別海町植樹祭と実のなる木植栽事
業については、今後も継続して実施するこ
とにより、児童や生徒及び、町民への緑化
思想や環境保全の普及啓発を継続する
必要がある。

活力ある水産業の確立
に向けて、漁業生産基盤
の充実に取り組むととも
に、水産資源のブランド
化を推進します。

④ 地産地消の促
進

地場水産物の高付加価値や流通
基盤強化、新企画商品の開発に向
けた取組、魚食普及や町民還元
セール等を行うなど、地産地消に努
め消費拡大に取り組みます。

台風や低気圧による高潮
や波高の増大などによ
り、現状の防波堤の高さ
では海象条件に対して十
分な安全が確保できない
ことによって、漁港機能
が停滞し、漁業活動に支
障を来すことが予想され
るため、「災害に強い漁
港づくり」が急務となって
おり、漁港等整備につい
て北海道や漁業協同組
合等と連携しながら進め
る必要があります。
また、漁業後継者対策
は、2018年度（平成30年
度）からの新規事業であ
る北海道立漁業研修所
入所者への補助を継続
し、引き続き漁業協同組
合と連携を図り対策を進
める必要があります。
地産地消の促進として
は、高品質化や高付加価
値化を図り、地域ブランド
力の強化や流通基盤強
化に努め、新企画商品開
発等への支援を関係機
関とも連携し取り組む必
要があります。
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基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

⑤ 漁業後継者対
策の強化

漁業者を志す者が入所する北海道
立漁業研修所総合研修課程修了
者に対し、その研修費用の一部を
補助し、漁業者担い手確保を支援
します。

水産みどり
課

漁業後継者の
就業支援者数

（人）
10 15 3 1 6 3 5 2

A（ ほぼ
100％ ）

令和６年度においても、北海道立漁業研
修所総合研修を２名が受講し、新規漁業
者となった。

今後も漁業後継者の育成を図るため、漁
業就業者支援事業を継続していく。

⑥ 災害に強い漁
港づくり

地震や津波、高潮等による大規模
災害により、水産物の生産・流通機
能が損なわれることから、水産物の
安定供給に支障が生じないよう、災
害に強い漁港づくりを進めます。

水産みどり
課

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
C（ 50％
程度 ）

道営事業により尾岱沼・本別海地区にお
いて災害に強い漁港づくりを実施中であ
り、概ね計画どおり工事は進められてい
る。

計画では１０年間で完成することとなって
いるため、関係機関と協力し早期完成を
目指す。

（４）観光の振興

観光入込客数
【全体】
（人）

343,000 374,000 323,178 164,771 170,780 244,347 372,656 347,228
A（ ほぼ
100％ ）

別海町観光協会や漁協と共催する実行委
員会形式でえびまつり、あきあじまつり、
潮干狩りフェスティバルを実施し誘客を
図っている。
令和6年度は、潮干狩りフェスティバル・産
業祭を除き中止になったことで、入込客数
に大きな影響が見られた。誘客要因として
引き続き集客イベントの実施が重要であ
ることを確認した。

既存の観光的要素を再構築したものや、
新たな視点によって磨き上げるなどの取
組は、試行錯誤のための時間とコストが
必要であり、また背景にある町内要素に
よって制限が生じる。
既存観光施設ソフトの見直し・高度化は必
須の内容である一方で、地域的な要素に
縛られない観光ハード・メニューの造成、
担い手の検討が必要な時期にあると考え
る。

観光入込客数
【外国人】

（人）
2,760 4,570 1,729 151 89 956 2,704 4,167

A（ ほぼ
100％ ）

根室管内全体の内、別海町を訪れる外国
人観光客比率は高く、野付半島の自然環
境が大きな訴求力となっているものと想定
する。
翻訳機の購入や外国語版パンフレットの
作成などで来町時の対応策は増えている
状況にある。
しかしながら、令和6年度末に野付半島ネ
イチャーセンターのガイド職が集団離職す
るなどしており、個々の施設としては数的・
質的な部分の高まりに欠けた状況にあ
る。

長期滞在者や外国人観光客の割合が高
いアドベンチャートラベルに関しては、一
程の危険度も生じることからガイドの質的
確保は優先事項となる。
ネイチャーセンター施設職員の不足を補う
だけでなく、環境圧迫を最小限に留め、民
間事業者など様々な関係者が野付半島を
はじめ別海町の観光に係れるよう取り計
らう必要がある。

観光客宿泊客数
（人）

39,000 42,500 35,917 22,323 23,235 24,786 25,144 25,082
C（ 50％
程度 ）

本計画期間中は、宿泊施設が減した状況
と併せて、コロナ渦で他に競合が増えた
キャンプ場の落ち込みが著しい。
令和6年度・7年度においては、宿泊施設
数が増加予定ではあることから、広域観
光の取組やHAC増便などの影響を宿泊客
として誘導する仕掛けの実施と効果測定
が必要な状況にある。

広域連携で行うPRなどは、誘客として十
分に機能している一方で、別海町内に宿
泊する動機付けは弱く、連携自治体の中
で埋没した状況にある。
価格やサービス等を含め選ばれる宿泊先
となる要素について、ビッグデータだけで
なく、個別データ等の収集を進め、課題の
見える化に取り組む必要がある。

② 新しい観光メ
ニューの確立

自然・歴史・文化・人々とふれあう
体験型観光の拡充に向けて、農
泊、打瀬網漁の見学、フットパスな
どを第一次産業と連携するととも
に、氷下待ち網漁見学の商品化や
旧奥行臼駅逓所等の歴史文化に
触れる観光メニューの創出に取り
組みます。

商工観光課

新規観光
メニュー

【期間累計】
（開発数）

2 4 0 3 5 5 5 6
B（ 75％
程度 ）

打瀬舟漁の見学、フットパスツアーのいず
れも低調な状況にある。これは期間・時期
が限定的であることに加え、観光船の出
航可能日の少なさ等参加へのハードルが
高いことに起因する。
そのため、限定的な取組は、特別感があ
る一方で大勢に影響を及ぼす内容となっ
ていないことが分かる。
また、ガイドツアー等に実施については、
令和六年度にネイチャーセンターのガイド
職の大量退職問題などもあるなどして、今
後に続く質・人的確保の観点から見て大
きく後退した。

根室管内で連携した観光メニューの造成
はのPR効果は十分に体感できるものの、
町内観光業者の持続可能性を高めるよう
な成果は確認されていない。
特に本町においては、アドベンチャートラ
ベルと相性が良く、景勝地観光としても大
きな力を持つ野付半島があるものの、関
係事業者に対する波及範囲は限定的で
ある。
今後は、採算性や地域の担い手不足によ
る負担感なども考慮して、効果の薄い事
業が長期化することを避ける一方で、町内
にはない新たな観光要素を造成するなど
の検討について、ふるさと交流館の再整
備と併せて検討を進めたい。

景観を楽しむ観光だけで
なく体験型観光も注目を
集める中、ニーズに沿っ
た観光メニューや持続可
能な商品の開発が求めら
れています。そのため、
農林水産業と連携した体
験型観光の充実や、歴
史・文化にふれあう観光
メニューを創出することが
課題となっています。
本町の宿泊施設は収容
人数が少なく、団体客な
どのツアー旅行について
は通過型になっています
が、少しでも長い滞在を
促し経済を循環させる仕
組みが必要です。
また、個人観光客につい
ては、一層の増加に向け
たＰＲ方法を検討しなけ
ればなりません。
さらに、国内の観光客だ
けでなく、インバウンド観
光客に向けた広域的な事
業展開も視野に、国内外
の観光客を呼び込むた
め、戦略的にデータの収
集・検証を行う必要があ
ります。
祭りなどのイベントは、本
町を活性化するほか、Ｐ
Ｒする上での一つの手段
ですが、町民を巻き込ん
だＰＲ方法等についても
検討する必要がありま
す。
今後は、一度観光に来た
方々にリピーターとなって
もらうことも重要な課題で
あることから、衛生面等を
意識した施設整備や観光
地までの２次交通※の整
備を関係機関と協議しな
がら推進する必要があり
ます。

交流人口の増加と地域
活性化に向け、多様化、
高度化する観光・レクリ
エーションニーズに即した
多面的な取組みを一体
的に推進し、観光・交流
機能の拡充に努めるとと
もに関係機関と連携し、
広域観光体制づくりを推
進します。

① 観光・交流資源
の充実・活用

観光施設の整備・充実を進めるとと
もに、観光ガイドとの連携による体
験型観光を推進します。また、地域
資源を活用した地域団体との協働
によるイベントを開催します。

商工観光課
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基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

③ ＰＲ活動の推進 本町の観光についてＰＲするため、
ＳＮＳを活用したＰＲを推進します。
その他パンフレットやポスターの作
成、ホームページの充実、メディア
取材の受入及び情報の発信を推進
します。

商工観光課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
C（ 50％
程度 ）

別海町観光協会において、継続的に町観
光パンフレット、HP、SNSを更新。外国語
パンフレットの作成も実施している。また、
主要SNSフォロワー数も管内他の自治体
と比較的しても遜色のない状況にある。
一方で旺盛な更新頻度が期待されるWEB
系コンテンツにおいても即時的な取組は
少なく、印刷物に近い更新頻度のものも
存在する。

町としてのPRは主に観光協会が担ってお
り、今後は求めに応じた情報提供などでも
集約的な役割を担う必要があると考える。
その上で、個々の事業者の情報提供能力
を補うような活動が求められている。
また、新たな形式の登場が目まぐるしい
SNSにおいては、それぞれに最適化され
たコンテンツの生成能力の向上機会と、
積み上げ式コンテンツであるHPの更新を
日常業務として意識する活動が必要な状
況にある。

④ 広域観光体制
の充実

地域一体となった観光振興施策の
推進に向けて、東北海道や根室管
内において広域的な連携のもと、
観光ルートづくりや国内外へのプロ
モーションを実施します。

商工観光課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

根室管内・根釧地域を対象に、複数の広
域団体を形成して観光ルートづくりや国内
外へのプロモーションを実施している。
プロモーションについては、広域化したこ
とでスケールメリットが生まれたや、好調
なふるさと納税の余波などもあり、国内へ
のアプローチは成果が確認できている。
一方、観光ルートづくりでは、対象地域が
広大なことで、一般旅行者が想定する時
間と造成した周遊ルートの必要時間には
差異があり、交通結節の不安定さと併せ
て野付半島以外を訪ねることに忌避感が
ある。

今後も広域連携を基本としたPR活動や観
光事業を展開する必要がある。ただし、宿
泊先や交通結節の観点から条件不利地
である本町では最終的に手にする果実は
少ない状況にある。
そのため、広域団体としての活動にどこま
で主体的に関わるかについては、町内団
体から意見を徴するととともに、適宜効果
測定を行い冗長な取組とならないような判
断が必要である。
また、令和８年度から施行される道宿泊
税において、新たな財源や取組が期待さ
れることから、別海町単体として十分な利
益誘導策を検討する必要がある。

（５）商工業の振興

年間小売業
販売額
（億円）

310 320 - - - - -
E(未実

施）

町内事業者への利子補給及び保証料補
助の継続支援により、経営持続に対し一
定程度の効果は得られている。
また、人材育成事業（研修補助）により、
担い手の育成を支援している。

物価高騰による地域経済への影響が懸
念される。町内事業者の経営持続のた
め、今後も町融資制度等の支援を継続す
る。
また、人手不足も課題であるため、人材確
保に向けて就職奨励金及び奨学資金返
還支援金制度を開始した。

新規開業者数
（件）

5 8 7 4 7 4 5 6
A（ ほぼ
100％ ）

商工会や関係部署との連携し、起業希望
者に対し起業に必要な情報提供や補助金
制度の周知等を図ることができたことか
ら、新規開業に対し効果は得られている。

少子高齢化の影響等により今後も地域の
担い手不足が続くことが予想されることか
ら、今後も起業家支援制度等の支援を継
続していく。また、令和7年度から補助金
の拡充を行ったことから積極的な制度の
周知を図る必要がある。

製造品出荷額
（億円）

826 867 - 822 - - - -
B（ 75％
程度 ）

人件費や製造コストの上昇等により、地域
経済への影響が懸念されていることから、
今後も利子補給及び保証料補助の継続し
た支援の実施により一定の効果は得られ
ている。

製品コストの上昇が年々進んでおり、今
後、事業の継続や事業拡大へ影響が懸
念されることから、町融資制度等の支援
の継続や人材確保に向けた取組の検討
も必要である。

地域貢献中小企
業支援事業（エコ
型住宅建設促進
事業）申請件数

（件）

58 65 32 36 33 31 31 52
A（ ほぼ
100％ ）

町や町内業者等による積極的な周知や情
報提供により、申請件数が大幅に増加す
る結果となったことから、支援策に対する
一定の効果は得られている。

建築資材高騰等の影響により、事業への
影響が懸念されることから、引き続き関係
機関との連携を図り、情報提供を実施す
る必要がある。また、令和7年度から補助
金の拡充を行ったことから積極的な制度
の周知を図る必要がある。

人手不足の深刻化によ
り、休廃業せざるを得な
い事業者が今後増加す
ることも危惧されることか
ら、いかに事業承継を進
めるかが今後の課題と
なっており、そのための
人材確保や人材育成支
援を一層進める必要があ
ります。企業の人材育成
を図る研修の補助につい
ては、町外だけでなく町
内での研修開催について
も支援を行うなど、企業
にとって活用しやすい事
業を推進する必要があり
ます。
商工業振興に関しては、
町融資制度に係る利子
補給及び保証料補助の
継続的な支援とともに、
国や道の融資制度の情
報提供も含め、周知と活
用を促進する必要があり
ます。また、起業や新産
業創出に至る前後の支
援や、町内業者の受注機
会拡大、町内での経済循
環の促進へつながるよう
な事業の改善・拡充を図
る取組が求められていま
す。
さらに、このような中小企
業振興行動指針に基づく
施策については、中小企
業振興検討会議や中小
企業振興審議会で関係
団体から意見を聴取する
とともに、産業連関表※
等を利用し、効果を十分
に検証しながら、商工業
の活性化に向け更なる取
組を検討する必要があり

地域経済の活性化に向
け、地域の特色を生かし
た産業を創出するととも
に、既存企業が継続的に
事業を行えるよう人材育
成、経営体質の強化を促
進します。

① 商工業機能の
強化

各種融資制度の活用促進により、
経営体質・経営基盤の強化を図る
とともに、人材育成事業により後継
者の育成等を推進します。また、新
規開業者や既存企業の新分野進
出に対する支援を推進します。

商工観光課
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第1章・地域資源を生かした産業のまち

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

② 商店街の環境・
景観整備

既存商店街の環境・計画整備を行
い、にぎわいの場の再生と創造を
支援することで、誘客、販売促進へ
つなげます。

商工観光課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ -
B（ 75％
程度 ）

各種イベントの開催により町内外の人々
が交流を深め、本町の発展に貢献してい
ものの、空き店舗や空き地などの利活用
には結びつきにくい状態である。

地域にぎわい商店街創造における補助事
業等の継続し、地域の活性化やつなげる
取組を進めていく必要ある。
また、令和7年度から補助金の拡充を行っ
たことから積極的な制度の周知を図る必
要がある。

③ 商工業振興体
制の確立

商工業の活性化に向けた各種活動
を関係機関と連携しながら進めると
ともに、産業連関表を活用し、商工
業振興体制の強化に取り組みま
す。

商工観光課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ -
C（ 50％
程度 ）

令和6年度に中小企業共創会議を設置。
会議を開催を行い中小企業の現状や支
援のあり方について、今後意見聴取を進
めていく。

検討体制の確立を進めるとともに、利害
関係者における意見を参考に施策形成・
指針の内容を作成していく必要がある。

高校新卒町内
就職者数

（％）
22 24 18 18 15 14 18 19

B（ 75％
程度 ）

町内各事業所と連携し、高校生を対象とし
た就職懇談会を継続実施しているが、生
徒数の減少や進学希望者の増加、町内
就職希望者と事業者の採用内容の不一
致等により、就職者数は伸び悩んでいる。
職場訪問やインターンシップにより、地元
企業への理解・関心を深めていけるよう今
後も実施していく。

高校卒業後、就職・進学により町外への
流出が大半を占めているため、今後も就
職懇談会や職場訪問等を継続的に実施
し、町内への就職する機会を確保してい
く。
また、進学等で町外に転出した場合でも、
就職・起業等に際して、Uターンの選択を
後押しできるよう就職奨励金及び奨学資
金返還支援金制度を開始した。今後は、
学校や町内事業者に制度の周知を図る
必要がある。

高校新卒就職希
望者のうち町内

就職率
（％）

59 62 56 47 42 44 64 59
B（ 75％
程度 ）

町内各事業所と連携し、高校生を対象とし
た就職懇談会を継続実施しているが、生
徒数の減少や進学希望者の増加、町内
就職希望者と事業者の採用内容の不一
致等により、就職者数は伸び悩んでいる。
職場訪問やインターンシップにより、地元
企業への理解・関心を深めていけるよう今
後も実施していく。

町内各事業所と連携し、高校生を対象とし
た就職懇談会を継続実施しているが、生
徒数の減少や進学希望者の増加、町内
就職希望者と事業者の採用内容の不一
致等により、就職者数は伸び悩んでいる。
職場訪問やインターンシップにより、地元
企業への理解・関心を深めていけるよう今
後も実施していく。

② 女性、高齢者、
障がい者の雇
用促進

相談窓口やセミナー等の紹介を含
め、男女雇用機会均等法の趣旨の
普及や事業所への啓発に努めると
ともに、女性、高齢者、障がい者の
雇用を促進します。

商工観光課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

概ね計画どおりである。 引き続き、情報提供を行う。

③ 勤労者福祉の
充実

相談窓口やセミナーの紹介等によ
り労働条件の改善、働きやすい環
境づくりについての事業主への啓
発を進め、福利厚生機能を充実し
ます。

商工観光課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

概ね計画どおりである。 引き続き、情報提供を行う。

④ 就労者の確保 都市部における企業説明会への参
加支援など、町外からの就労者確
保を進めます。

商工観光課

労働人口割合
（就業者総数/
15歳以上人口

総数）（％）

67 67 ‐ ‐ - - - -
E(未実

施）

統計資料が公表されておらず、把握が困
難なため達成度を評価不能とした。

労働人口の確保に向けて情報発信と併せ
て、有効な施策について検討を進める必
要がある。

（６）雇用・勤労者対策

組を検討する必要があり
ます。

本町では、高校卒業後、
進学を希望する生徒が８
割近くおり、生徒の大半
が町外へ流出してしまう
ことから、一度町外に出
た若者を町内へ呼び戻す
ための施策を推進する必
要があります。このため、
高校生へのアプローチだ
けでなく、更に低年齢の
段階から地元の企業に
対する認識を深める取組
も重要となっています。ま
た、都市部における企業
説明会への参加など、大
学生や専門学校生等へ
の働きかけも検討する必
要があります。さらに、季
節労働者については、今
後も引き続き４町通年雇
用促進協議会と連携し、
通年雇用化を促進させる
取組を支援することが求
められています。
女性、高齢者、障がい者
の雇用や勤労者福祉に
ついては、商工団体等と
連携して普及・啓発を行
うとともに、雇用促進につ
ながる取組を検討し、労
働条件や労働環境の改
善を図る必要がありま
す。

町の持続的な発展に向
けた労働力の確保と雇用
の促進、全ての就業者が
健康で快適に働くことが
できる労働環境づくりを
進めます。

① 雇用機会の確
保と地元就職
の促進

既町内事業者と連携し、高校生を
対象とした就職等に関する懇談会
を開催するとともに、「別海町企業
マップ」による地元企業の情報提供
を行います。また、４町通年雇用促
進協議会と連携し、通年雇用化を
支援します。

商工観光課
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第2章・人と自然が調和するまち

第７次別海町総合計画（令和６年度）達成状況確認シート
現状（Plan/Do）　 点検・評価・方針（Check/Action）　

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

第２章 　人と自然が調和するまち　　～　緑と水がきらめく　調和のとれた環境づくり　～
（１）環境に配慮した自治体の形成

生活環境課
エゾシカ個体数

の削減
（頭）

3,700 3,700 2,794 3,022 3,322 2,816 2,463 2,785
B（ 75％
程度 ）

春季及び秋季に実施する有害駆除事業
や冬季に実施する越冬地対策事業で囲
い罠での生体捕獲などの取組により、エ
ゾシカによる農林業被害の軽減や交通事
故の減少が図られている。

今後についてもエゾシカ駆除を継続するこ
とで、個体数を適正に調整し、エゾシカに
よる農林業被害の軽減や交通事故の減
少などに努め、安心、安定的な住民生活
が図られるよう努めていく。

商工観光課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

野付風蓮道立自然公園である野付半島
では、ボランティアによるゴミ拾いなどの
保全活動が行われており、保全啓蒙活動
を実施する団体に交付金として支援し、環
境保全を図っている。
また、豊かな自然環境や景観を活用し、
散策、バードウォッチング、観光船などの
観光事業に取り組んでいる。

今後、道が取り組むが国定公園化に向け
た検討に対してその動向に注視する必要
がある。また、引き続き環境を保全する活
動を実施する団体へ支援することで、自
然環境や景観を活かした観光推進をして
いく。
一方で、漁業等の産業ごみは変わらず域
内に多いことから、補助ベースの啓発事
業とは異なる角度の取組が必要であると
考える。

② 環境保全意識
の高揚

各河川流域の第１次産業関係団体
等による協議会での研修会やリー
フレット作成、小・中学生対象の自
然環境保全及び公害防止ポスター
コンクールにより、環境保全意識の
高揚に取り組みます。

生活環境課

自然環境に
対する満足度

【まちづくり
アンケート
による】
（％）

70.0 80.0 ‐ ‐ - - 76.1 -
E(未実

施）

「自然環境保全及び公害防止ポスターコ
ンクール」は、令和2年度の出品数も極め
て少なかったことから、協議を重ねた結
果、意義に見合う効果の持続が困難であ
ると判断し、中止することとした。

「自然環境保全及び公害防止ポスターコ
ンクール」に代わる、環境保全意識の高
揚を目指した取組の検討が必要である。

水産みどり
課

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

別海町植樹祭は令和2～3年度新型コロ
ナの流行により開催中止、4年度が縮小
開催、令和6年度ﾋｸﾞﾏによる乳牛被害で
開催中止という結果だが、実のなる木事
業を実施することにより児童や生徒に森
林や自然に関する興味関心を促し、併せ
て木育学習の機会を提供している。

別海町植樹祭と実のなる木植栽事業につ
いては、今後も継続して実施することによ
り、児童や生徒及び、町民への緑化思想
や環境保全の普及啓発を継続する必要
がある。

④ 省エネルギー
への取組の推
進

公共施設において、クールビズや
ウォームビズ、省エネ機器の導入
など、各種節電対策に取り組み、
「別海町地球温暖化対策実行計
画」を推進します。

総務防災・基
地対策課

町内公共施設の
温室効果ガス
排出量削減率

（t-co2）

10,324
（84％）

8,675
(70％)

12,648
（102％）

12,049
（97％）

12,224
（99％）

12,099
（98％）

11,830
（96％）

11,433
（92％）

D( 25％
程度 ）

過去に行った施設の照明LED化により若
干の効果は出ているものの、職員全体の
省エネ意識の低さから、排出量の削減は
一部の施設に限られている。

寒暖差によっては当該年度の温室効果ガ
ス排出量が増えることもあるため一概に
比較することが難しい部分もある。
今後の対策として、省エネ情報の提供に
よる職員の意識向上、各施設のエネル
ギー使用量の詳細把握を継続する。
また、再生可能エネルギーの導入を進め
る。

生活環境課

主要河川と風蓮
湖における水質

調査実施率
（％）

100 100 100 100 100 100 100 100
A（ ほぼ
100％ ）

環境基準における不適合データ数は横這
いであるが、近年の水質は改善している。

今後も水質調査を継続し、水質が維持さ
れているか注視する必要がある。

生活環境課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

計画どおり自動車騒音調査を実施できて
いる。

現在の状況を維持していく。

主要施策 内容

① 自然環境の保
全と活用

環境保全活動を行っているボラン
ティア団体への支援を行います。エ
ゾシカの植生被害が大きい地区で
は、囲い罠による生体捕獲を行うな
ど、自然環境の保全を進めます。ま
た、自然環境や景観を活用した観
光事業に取り組みます。

③ 環境保全活動
の促進

環境保全に取り組む団体への活動
支援や春と秋の一斉清掃活動を行
うほか、漁業協同組合女性部の「お
魚殖やす植樹運動」と連携し、農林
漁業関係者及び地域住民参加によ
る別海町植樹祭を開催します。

⑤ 環境問題への
対応

自動車騒音調査を毎年実施すると
ともに、漁業者と連携の上、主要河
川及び風蓮湖の水質調査に取り組
みます。

本町では、環境政策に関
して、「別海町畜産環境
に関する条例」及び「別
海町河川環境の保全及
び河川の健全利用に関
する条例」を2014年（平
成26年）４月に施行しまし
た。
今後も環境を守り、次世
代へつなげるためにも、
環境保全に取り組む関係
団体を引き続き支援し、
活動の拡大を促進する必
要があります。
また、自然と共存できる
新規観光メニューの創出
に取り組むとともに、関係
団体と連携しながら安全
に観光できる環境を構築
する必要があります。
野付半島ではエゾシカに
より観光資源である草花
の食害が発生しているた
め、今後も生体捕獲など
個体数削減を継続するこ
とが必要となっています。

町民・事業者・行政の協
働により、豊かな自然環
境を重視した自然と人間
が共存するまちづくりを
推進するとともに、持続
可能な環境に配慮した自
治体の形成を目指しま
す。
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第2章・人と自然が調和するまち

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

（２）ごみ処理等循環型社会の形成

ごみの総量
（ｔ）

4,603 4,216 4,951 4,768 4,664 4,549 4,464 4,215
A（ ほぼ
100％ ）

もえるごみの量
（ｔ）

2,900 2,856 2,822 2,688 2,652 2,646 2,623 2,443
A（ ほぼ
100％ ）

町民一人一日
当たりのごみ量

（ｔ）
851 815 901 881 874 866 856 820

B（ 75％
程度 ）

リサイクル率
（％）

34 35 31 32 32 33 32 33
B（ 75％
程度 ）

ごみに関する
学習会の開催数

（回）
16 16 13 1 5 6 6 2

D( 25％
程度 ）

③ ごみの不法投
棄の防止

「ねむろ自然の番人宣言」関係機
関との連携により、啓発活動や情
報共有を図り、不法投棄の監視体
制を強化します。

生活環境課
不法投棄件数

（件）
12 10 20 24 38 19 18 14

B（ 75％
程度 ）

注意喚起看板や監視カメラを導入し、監
視体制を整えているが、いまだ年間10～
20件程度の不法投棄がある。

継続して啓発活動や監視体制の強化に
努めていく。

④ し尿処理体制
の充実

し尿処理場については、安定的に
処理が行われるよう、今後も施設
設備機器の維持補修や更新を計
画的に実施するとともに、新たな処
理方法についても検討します。 生活環境課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

B（ 75％
程度 ）

安定的処理のため、計画に基づき維持補
修や更新を行っている。

機器の更新は継続して実施する必要があ
る。
また、令和4年度から施設今後に向けた
検討を開始しており、検討に必要な業務を
終えたことから、最善の方法を選択する必
要がある。

① ごみ収集・処理
体制の充実

収集回数や収集ルートの見直しを
適宜行い、収集の効率化を図ると
ともに、必要に応じて受益者負担率
や手数料の見直しを進めます。ま
た、ごみ処理場における処理体制
や処理方法も必要に応じて見直し、
焼却量と埋立て量の減少に取り組
みます。

生活環境課

収集や処理は滞りなく実施できている。
前年度と比較し、ごみの総量は、249トン
減少している。
なお、ごみの総量は、近年で最も少なく
なっている。

焼却処理している根室北部廃棄物処理広
域連合に設備改修があることから、本町
の負担金が増額となることが予想される
ため、併せて手数料等の見直しが必要と
考える。

② ごみ減量化・４
Ｒ運動の促進

更なるごみの減量化に向けた分別
等の啓発について、町広報紙や
ホームページによる周知、「ふれあ
いトーク宅配講座」の開催等を継続
的に実施し、環境保全と資源の有
効活用を推進します。

生活環境課　

分別啓発は、広報・ＨＰで定期的に周知で
きている。
令和６年度においては、学習会の開催は
２回に留まったが、近年は横這いとなって
おり、町民の分別意識は一定以上を維持
できている。
また、リサイクル率は前年度とほぼ横ば
いで、ごみの総量は近年で最も少なく、減
量化が図られている。

引き続き、町民や事業者への分別啓発を
行い、ごみの減量化を図る。

ごみ収集・処理体制の充
実を図るために、必要に
応じて受益者負担率や手
数料の見直しを進めると
ともに、焼却量が減少し
ている一方で、焼却コスト
は依然として高額である
ことから、更なるごみの減
量化を積極的に進める必
要があります。また、分別
の表示や説明を分かりや
すく工夫し、分別への理
解を深める必要がありま
す。不法投棄に対して
は、「ねむろ自然の番人
宣言」の運動を管内で連
携して進め、監視体制を
強化する必要がありま
す。
し尿処理に関しては、施
設設備機器の維持補修
や更新を計画的に実施
し、安定的な処理体制を
維持するとともに、施設
の老朽化が進んでいるこ
とから、新たな処理方法
も含めて検討する必要が
あります。

町民・事業者・行政が一
体となって、４Ｒへの意識
を高め、実行するととも
に、ごみ処理・リサイクル
体制を充実し、豊かな環
境の保全と循環型社会
の形成を推進します。
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基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

（３）公園等の整備と緑化の推進

生活環境課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

年に一回の専門業者による遊具点検を行
い、公園利用者の安全利用のために経年
劣化した遊具は順次修繕工事を実施して
いる。

公園施設を安全に利用できるよう定期的
な点検及び老朽化した設備の補修、更新
を進めていきます。

生活環境課
施設遊器具の
点検実施率

（％）
100 100 100 100 100 100 100 100

A（ ほぼ
100％ ）

専門業者による遊具点検を毎年実施し、
遊具を安全に使用できる状態としており、
目標は達成出来ている。

遊具を安全に使用できるよう、年次点検を
継続する。

② 維持管理体制
の充実

公園の有効な活用を促進するた
め、地域住民との協働による維持
管理体制を充実します。

生活環境課

児童遊園地の
協働による

管理率
（％）

100 100 100 100 100 100 100 100
A（ ほぼ
100％ ）

東地区と西地区の児童遊園地草刈りにつ
いて、業者委託により実施している。中央
地区は、令和７年度から各町内会に業務
委託する方向で話を進めた。

町内会役員（会員）の高齢化や住民の多
様化により環境整備等が困難となってき
ているため、現状の把握及び業務委託等
の検討を進める。

水産みどり
課

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

学校等緑化推進事業として、元年度から
６年度までのべ１５校５園、緑の募金公募
事業で６町内会への緑化及び花壇整備に
対する助成を実施した。

今後も緑化運動を推進し、生活環境の緑
化を図るため、緑化活動の支援が必要で
ある。

生活環境課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

各町内会への花苗配付事業については
計画どおり実施できており、まちぐるみの
緑化運動として定着しつつある。

より効果的な実施方法を検証しつつ、今
後も継続的に実施していく。また、市街地
配布分については、今後の必要性を検討
する必要がある。

④ 墓地・斎場の維
持管理の充実

霊園管理人を季節雇用することで、
霊園の適正な維持管理を行い、墓
地についても地域の要望を聞きな
がら、環境整備を行うとともに、合
葬墓等の設置について検討しま
す。また、斎場については、計画的
な施設の維持補修を行います。

生活環境課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

霊園管理人を季節雇用することで、霊園
の適正な維持管理を行っている。
合葬墓については、令和3年度から供用
開始し、令和6年度末までに計 61件の申
請、  145体の納骨があった。

引続き適正な施設の管理運営を行ってい
く。

各公園ともに経年劣化に
よる施設の破損等がみら
れるため、今後も町内会
等と協議しながら地域の
実情を踏まえた適切な管
理体制・方法を構築し、
定期的な点検や必要に
応じた補修を計画的に行
う必要があります。また、
施設整備や公園のあり方
について、地域と協議し
ながら必要性を含めて検
討を行う必要がありま
す。
緑化については、市街地
における花や緑も不足し
ているため、計画的な花
壇整備や植樹を検討する
必要があります。
霊園・墓地については、
各地の要望を聞きながら
課題を抽出するとともに、
墓の維持管理や継承者
不足に対する不安を解消
するため、合葬墓等の設
置を検討する必要があり
ます。斎場については、
計画的な施設の維持補
修を行う必要がありま
す。

町民が健康で快適な生
活を営んでいくための場
の確保と、緑あふれる豊
かな環境づくりに向け、
公園等の適切な整備・維
持管理及びまちぐるみの
緑化運動を実施します。

① 公園の整備 公園施設を安全に利用できるよう
定期的な清掃、点検及び老朽化し
た設備の補修、更新を計画的に行
います。

③ 緑化の推進 各町内会に対する花の苗の配布や
緑化事業の公募、学校施設内の植
樹や花壇整備への支援など、まち
ぐるみの緑化運動を行います。
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第3章・共に支え合い、健やかに暮らせる福祉のまち

第７次別海町総合計画（令和６年度）達成状況確認シート
現状（Plan/Do）　 点検・評価・方針（Check/Action）　

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

第３章 　共に支え合い、健やかに暮らせる福祉のまち　　～　未来を拓く　誰もがやさしい地域づくり　～
（１）健康づくりの推進

成人の肥満率
【20～60歳代の
男性　特定健診
及び若者健診
受診者を対象】

（％）

28.0 28.0 44.6 43.5 46.1 47.3 49.0 45.8 
D( 25％
程度 ）

目標よりも肥満率が高い状況が続いてい
るが、3年連続増加していた肥満率が令
和6年度は減少した。肥満による健康問
題は、町広報誌をはじめ、健診結果説明
会等を通じて住民周知を図ることはでき
たが、引き続き対策を講じる必要がある。

町広報誌や健診後結果説明会等を通じ
て住民周知を図ることは継続し、ハイリス
クアプローチとポピュレーションアプロー
チを組み合わせて、肥満者の減少を目指
す。

成人の肥満率
【40～60歳代の
女性　特定健診
受診者を対象】

（％）

19.0 19.0 27.4 25.0 28.7 25.8 24.4 26.6
B（ 75％
程度 ）

2年連続減少していた肥満率が令和6年
度は増加した。肥満による健康問題は、
町広報誌をはじめ、健診結果説明会等を
通じて住民周知を図ることはできたが、引
き続き対策を講じる必要がある。

町広報誌や健診後結果説明会等を通じ
て住民周知を図ることは継続し、ハイリス
クアプローチとポピュレーションアプロー
チを組み合わせて、肥満者の減少を目指
す。

② 健康管理意識
の高揚

健康相談などにより健康に対する
正しい知識の普及を図るとともに、
健康づくりに関する自主組織の育
成・支援により、町民の主体的な
健康づくりを促進します。 保健課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

A（ ほぼ
100％ ）

令和6年度は地域団体からの協力要請
があり、健康イベントへ参加した。職員の
欠員はあるが、地域からの相談、要請に
は日時等の調整をしつつ対応している。

対象者に対して実践可能な介入件数を
計画化しているので、計画の進捗状況を
定期的に確認していく。

③ 各種健（検）診
の充実

今後も、関係機関と連携し、各種
健（検）診の精度管理や取組内容
の充実を図るとともに、受診率向
上に取り組みます。

保健課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

新型コロナウイルス感染症の影響で令和
2年度に減少した受診率は、令和3・4年
度は上昇、令和5年度は低下したが令和
6年度は再び上昇した。元年度以前の数
字に戻りつつある。各種健診の精度を高
め管理し、質の高い内容を住民に提供す
べく健診機関との調整は実施している。

従来の健診周知の他に個別通知による
勧奨を行い、受診率向上を目指していく。

こども家庭セ
ンター

子どもの肥満率
【小・中学生】

（％）
8.0 7.0 16.1 17.1 17.4 19.5 19.1 18.3

D( 25％
程度 ）

小中学生における肥満傾向児の出現率
は18.3％で、前年比で0.7ポイント減少し
たが、全道及び全国と比較し依然として
高い状況が続いている。夏休みと冬休み
の体格保健相談はR6年度は新規申込者
が3人おり、継続して支援していけるよう
ひき続き丁寧な対応を実施する。

子どもの肥満の改善は将来の生活習慣
病の予防につながるため、小中学校との
連携のもと、体格保健相談において子ど
もの年齢に応じた保健指導を継続する。
小中学生の肥満傾向児の割合はR4年を
ピークとして減少傾向にあり、体格調査を
継続し実態を把握する。

妊娠中の体重
増加著明者割合

（％）
32.0 30.0 40.6 28.3 28.0 27.2 28.6 38.5

B（ 75％
程度 ）

昨年度と比較して10％程度高い割合と
なったが、適正体重から大幅な増加が見
られた産婦の割合は少なく、概ね目標を
達成できている。

妊娠中の体重増加が分娩のリスクを高め
ることや胎児に与える影響について指導
を徹底するとともに、食生活の改善等、適
切な体重増加に向けての支援を引き続き
行っていく。

妊娠の早期届出
（11週未満）率

（％）
95.0 95.0 97.2 94.6 93.8 94.7 89.3 89.2

B（ 75％
程度 ）

予期せぬ妊娠による届出の遅れのほ
か、面談の日程調整に時間を要し、妊娠
届受理までに週数が進んだケースもあっ
た。

妊娠早期からの支援を行うために、主な
受診医療機関窓口への周知依頼を行う
ほか、広報紙やホームページで引き続き
周知する。

主要施策 内容

① 総合的な健康
づくりの推進

「健康べつかい21」に基づいて、肥
満の予防や運動習慣の推進、生
活習慣病予防等の各分野で、関係
機関と連携した健康づくり施策を推
進し、数値目標の達成を目指しま
す。

保健課

母子健康セ
ンター

各種健（検）診について
は、今後も受診率向上に
向けて取り組むとともに、
各種保健事業において
は、保健・医療・福祉・教
育機関の連携による総
合的なサービスの提供
により、子どもから大人
まで全ての町民の健康
管理意識の高揚を図り、
自主的な健康づくりを促
進する必要があります。
また、精神保健対策に関
しては、精神疾患の内容
や精神障がいのある方
の社会共生に対する、町
民への正しい理解と普
及・啓発を推進するととも
に、潜在している対象者
への支援を確立するた
めの体制づくりが必要と
なっています。
さらに、自殺死亡率の高
い本町においては、自殺
対策の強化が喫緊の課
題となっています。

全ての町民が健康でい
きいきとした人生を送れ
るよう、健康管理意識の
高揚と自主的な健康づく
りを促進するとともに、乳
幼児期から高齢期まで
生涯にわたる保健事業
の充実に取り組みます。

④ 母子保健の充
実

全ての妊産婦及び乳幼児の健康
状態を妊産婦・乳幼児健診や保健
相談を通して把握し、健康教育や
相談体制の充実を図るとともに、
学校保健と連携し、就学以降の子
どもの健康づくりに取り組むこと
で、安心して子どもを産み育てられ
る環境づくりを進めます。
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第3章・共に支え合い、健やかに暮らせる福祉のまち

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

１か月時栄養法
別授乳割合
【母乳】（％）

68.0 70.0 64.7 53.1 62.2 47.4 46.9 47.0
C（ 50％
程度 ）

１か月時栄養法
別授乳割合
【人工】（％）

3.0 3.0 3.5 4.2 12.2 10.3 9.3 7.6
B（ 75％
程度 ）

１か月時栄養法
別授乳割合
【混合】（％）

29.0 27.0 31.8 42.7 25.6 42.2 43.8 45.4
C（ 50％
程度 ）

４か月時栄養法
別授乳割合
【母乳】（％）

80.0 80.0 74.4 70.2 61.1 54.2 57.3 50.9 未評価

４か月時栄養法
別授乳割合
【人工】（％）

5.0 5.0 11.6 14.9 18.9 24.1 20.7 31.6 未評価

４か月時栄養法
別授乳割合
【混合】（％）

15.0 15.0 14.0 14.9 20.0 21.7 22.0 17.5 未評価

⑤ 精神保健衛生
対策の推進

町民の心の健康を目的とした各種
精神保健事業を推進するととも
に、自殺対策においては、誰も自
殺に追い込まれることのない別海
町の実現を目指し、「いのち支える
別海町自殺対策行動計画」による
各種施策を積極的に展開します。

保健課
自殺死亡率
【５年平均】

（％）
15.9 13.3 39.6 13.3 26,4 24,0 24,0 20.5

B（ 75％
程度 ）

令和2年から令和6年までの自殺死亡率
は20，5と低減している。令和元年から本
格的な自殺対策に取り組んでいる成果が
表れていると考えられるが令和6年は35，
2と高くなっており、予断を許さない状況で
あることに変わりはない。昨年度保健課
が関わったメンタルヘルス関連事業は37
事業で過去最多となっており、自殺防止
の意識は高まっている。

ゲートキーパー研修会はある程度一回り
したため、今後は養成したゲートキー
パーの知識を維持向上させていくための
取り組みを行う。札幌医科大学のスタッフ
を講師とするメンタルヘルストピックス研
修を行う。また、精神保健関連研修会は
中央地区で実施することが多く、東西地
区では対策が進んでいるとは言えないこ
とから、今後は東西地区での研修会実施
の機会を模索していく。

（２）医療体制の充実

病床利用率
（％）

80.0 80.0 69.5 72.2 70.0 63.7 58.3 56.8
B（ 75％
程度 ）

常勤医師数(嘱
託医師を含む)

（人）
11 11 9 7 7 6 6 3

D( 25％
程度 ）

健康診断
受診者数（人）

640 700 1,354 863 889 302 222 229
D( 25％
程度 ）

② 健全な病院経
営の推進

電子カルテの導入等により業務の
効率化を図るとともに、経費の節
減を行い、経営の健全化を進めま
す。 別海病院

総収益対
総費用比率

（％）
100 100 93.3 98.7 97.9 96.3 89.8 100.6

A（ ほぼ
100％ ）

一般会計からの繰入金が増額となったこ
とにより、経営の安定化は図られている。

短期的には、一般会計からの繰入金を入
れながら、医師の確保などの収益増に向
けた取り組みを進めていく。中長期的に
は、地域の医療需要に合わせた適正規
模での運営も視野に外部の意見も取り入
れながら方針を決定する。

別海病院 ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

メディネットたんちょうによる医療機関連
携、ドクターヘリの運航は安定しており、
救急医療体制は向上している。

今後とも関係機関と連携し、町民が安心
できる救急医療体制を維持する。

別海消防
署

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

ドクターヘリ運航後のデブリーフィングに
より、課題の洗い出しや事実の共有、振
り返りをすることでより円滑な運航体制を
構築することができた。

ドクターヘリ運航後のデブリーフィングに
よる円滑な運航体制を構築し、救急事案
の検証等を重ね、引き続き更なる充実化
を目指したい。

（３）地域福祉の充実

母子健康セ
ンター

母乳栄養率は昨年度とほぼ同様の数値
であり、最近の母達の価値観が顕著に反
映されている結果となっている。母乳育
児が辛い・大変であるという認識や夫の
育児参加を望むために混合栄養や人工
栄養を希望する声が多くなっており、ニー
ズに合わせた評価指標の変更が必要で
ある。

多様化する母達の価値観・ニーズに合わ
せた育児支援を行いながら、混合栄養を
合わせた母乳育児率の目標設定へ変更
していく。

こども家庭セ
ンター

母乳栄養率はこの5年間で23.5ポイント低
下し、人工栄養が20.0ポイント上昇した。
昨年度も記載したが、従来の育児スタイ
ル（母親中心の育児）から父親と母親が
共に子育てをするスタイルへと変化したこ
との表れととらえている。そのような変化
において、乳児への栄養方法を育児の評
価指標とすべきではないため、当該実績
について評価しない。

乳児期の栄養方法は個別性の高いもの
であり、母子保健事業の中で一人ひとり
の健やかな成長を支援目標とするため、
4か月時の栄養方法別授乳割合による評
価を中止する。

今後も医師や看護師等
の医療従事者の安定確
保に努めるとともに、業
務の効率化による健全
な経営を図ることで、一
次医療の安定的な提供
を行う必要があります。
また、高齢化が進む中、
他の医療機関と更なる連
携を図る必要がありま
す。特に、冬季はドクター
ヘリ離発着場の制限が
あることから、除雪を考
慮した離発着場施設の
確保が課題となっていま
す。

医療ニーズの高度化や
多様化に対応し、地域で
安心して適切な医療サー
ビスが受けられるよう、
町立別海病院を核とした
地域医療体制の充実を
進めます。

① 地域医療体制
の充実

別海病院の医師や看護師等の医
療従事者の確保を図り、患者サー
ビスや診療内容を充実させます。
また、民間の医療機関とも連携し
ながら、歯科診療や在宅医療等を
充実します。

別海病院

分娩の休止やコロナ対応のための空床
確保により、病床利用率は上がらない状
況にある。
令和5年度末に常勤医2名が自己都合で
退職し、さらに1名が定年により非常勤に
変更となった。現在籍医師の努力もあり、
極端な患者数の減とはなっていない。
現在、内科医は1名体制であり、健康診
断の増は見込めない。

医師の確保は依然として厳しいが、別海
病院に所属する町内2箇所の診療所の医
師が常勤医となった（なる）ため、施設間
での連携による体制づくりの選択肢が拡
がる状況にはある。医師確保の取組みを
継続しつつ、このことを受けての具体的な
診療体制を示していく。
また、健康診断を行うスタッフを確保する
状況にはなく、当面、健康診断数は低調
になると見込まざるを得ない。

③ 救急医療の充
実

近隣の医療機関との更なる連携強
化を進め、高度化・多様化する救
急医療体制を充実します。また、
関係機関との協力によるドクター
ヘリの安定した運航体制づくりを進
めます。
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基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

① 相談体制の充
実と地域支援
体制の確立

地域福祉に取り組む、社会福祉協
議会、民生委員・児童委員、町内
会やボランティア団体、ＮＰＯ、民
間事業者等と連携した相談体制の
整備を図るとともに、成年後見制
度や日常生活自立支援事業の活
用など、各種制度の普及を促進し
ます。

福祉課

福祉ボランティア
登録団体数
【期間累計】

（団体）

2 4 1 2 2 2 5 7
A（ ほぼ
100％ ）

別海町ボランティアセンター（別海町社会
福祉協議会）の登録団体数は、令和6年
度20団体となっており、平成30年度時点
の13団体から7団体増えている。

ボランティアセンターと連携し、生活支援
体制整備事業等を通じて、ボランティア登
録の周知等を行っていく。

② 福祉意識の高
揚

高齢者、障がい者（児）、児童など
に一体的に福祉サービスを提供す
る共生型地域福祉拠点事業や、福
祉イベントの開催等により、世代や
分野を問わない相互理解と町民の
福祉意識の高揚に取り組みます。

福祉課

共生型地域福祉
拠点事業
利用者数

（人）

1,200 1,300 1,565 800 555 910 1,067 1,098
A（ ほぼ
100％ ）

共生型地域福祉拠点において、世代や
分野を問わないイベントを開催している。
新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、イベント開催や利用者が減少していた
が、令和４年度以降、徐々に増加してい
る。

今後も事業の継続を支援していく。

③ 社会福祉協議
会、関係団体
等の活動支援

社会福祉協議会をはじめ、民生委
員・児童委員、各種関係団体の活
動支援に努め、地域に密着した各
種福祉活動の活性化を促進しま
す。

福祉課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

社会福祉協議会、民生委員児童委員協
議会や、町内福祉団体等の活動に対し、
運営経費等の一部を補助することで、活
動の支援に努めている。

今後も福祉団体への支援を継続し、活動
の活性化に努めていく。

④ 人にやさしい環
境整備の推進

高齢者や障がい者（児）などが利
用しやすい施設整備や道路整備を
進め、バリアフリー化、ユニバーサ
ルデザインのまちづくりを推進しま
す。

福祉課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
D( 25％
程度 ）

公共施設等の整備においては、「高齢
者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律」（バリアフリー新法）や「北
海道ユニバーサルデザイン公営住宅整
備指針」等に準じて、建替え等を進めて
いる。
令和４年度：生涯学習センターみなくる

高齢者や障がいのある人等、ニーズの多
様性等に配慮し、最大限可能な範囲にお
いてユニバーサルデザインの視点に立っ
た整備に努めていく。

⑤ 災害時要支援
者対策の促進

「別海町災害時避難行動要支援者
支援制度」に基づき、関係部署や
関係団体と連携しながら要支援者
の把握や制度の周知を行い、地域
における更なる支援体制の整備を
促進します。

介護支援課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

新規登録者の個別支援プランを随時作
成、関係部署等へ提供し、避難支援体制
を整備した。津波警報発令時海岸地区登
録者の避難状況を迅速に把握することが
できた。

引き続き関係部署や関係団体と連携しな
がら支援体制の整備に取り組む

福祉牛乳
給付者数

（人）
3,400 3,500 3,382 3,484 3,429 3,478 3,448 3,508

A（ ほぼ
100％ ）

福祉入浴券
給付者数

（人）
2,900 3,000 2,760 2,663 2,478 2,436 2,602 2,668

A（ ほぼ
100％ ）

高齢者バス・
ハイヤー共通

利用券給付者数
（人）

600 700 602 638 670 706 697 720
A（ ほぼ
100％ ）

障がい者（児）バ
ス・ハイヤー共

通利用券給付者
数（人）

300 300 247 264 257 230 250 263
A（ ほぼ
100％ ）

近年、核家族化や少子
超高齢社会の進行によ
り、地域との関わりが少
なくなる世帯が増加し、
今後においても地域福祉
の重要性が高まることが
見込まれます。このた
め、高齢者や障がい者
（児）の地域住民とのつ
ながりや、子どもから高
齢者までの幅広い世代
間交流は最も重要であ
り、各種福祉団体の自主
的な活動を支援するとと
もに、地域福祉の推進役
と位置づけられる社会福
祉協議会との連携を強
化する必要があります。
災害時要支援者の支援
に関しては、「別海町災
害時避難行動要支援者
支援制度」を推進し、要
支援者の把握及び制度
の周知に努めるととも
に、各町内会及び民生
委員・児童委員の協力を
得て地域における役割を
明確にし、更に体制の充
実を図る必要がありま
す。

町民の誰もが住み慣れ
た地域の中で自分らしく
安心して暮らすことがで
きるよう、関係機関と連
携し適切な支援を行うこ
とで、地域で支え合う地
域福祉を充実します。

⑥ 福祉の向上 福祉牛乳、福祉入浴券、バス・ハイ
ヤー共通利用券を給付し、健康及
び社会参加の増進と福祉の向上
に取り組みます。

福祉課

広報誌やSNS、ホームページ等で周知を
行い、給付人数の増加及び利用率の向
上に取組んでいる。

今後も定期的に周知を行い、受給者の増
加及び利用率の向上を目指す。

12 / 36 ページ



第3章・共に支え合い、健やかに暮らせる福祉のまち

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

（４）子育て支援の充実
① 地域における

子育て支援の
充実

ファミリーサポートセンター事業や
地域における預かり事業など、地
域で支え合う子育て支援、住民相
互活動を促進します。
子どもの疾病の早期治療を促進す
るとともに、経済的負担の緩和に
取り組みます。また、子どもの誕生
を町全体で祝福することにより、地
域の活性化を進めます。

福祉課

ファミリー
サポートセンター

利用者数
（人）

5 7 4 28 43 40 54 48
A（ ほぼ
100％ ）

業務委託により、事業周知等が積極的に
行われ、会員数の増加や延べ利用者数
の増加が図られている。

今後も業務委託を継続し、利用数の増加
が図られるよう連携して事業実施を行う。

② 教育・保育
サービスの充
実

全ての子どもの良質な成育環境を
保障するため、私立認定こども園
等と連携し、子ども子育て支援法
に基づく保育サービスを充実する
とともに、多様化する保育ニーズに
対応した保育施設の整備等を計画
的に行います。

福祉課 ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

計画どおりに進捗している。 今後も保育ニーズの把握に努める。

③ 児童の健全育
成

地域と連携した児童館活動の充実
を図るとともに、民間運営による放
課後児童クラブ設立・運営支援を
行うなど、子どもの居場所づくりを
促進します。 福祉課

放課後児童
クラブ設置数
【期間累計】

（箇所）

1 2 0 0 0 0 0 0
E(未実
施）

民間運営による放課後児童クラブへの運
営支援を行っている。児童クラブが無い
地域では、放課後こども教室が設置さ
れ、放課後児童クラブとしての目標は達
成されている。

今後も継続して、民間運営の放課後児童
クラブと連携して事業の実施をする。

福祉課

子育て支援セン
ター利用者数
【延べ人数】

（人）

4,500 4,600 3,488 2,823 1,857 1,084 1,319 1,356
D( 25％
程度 ）

利用者数は増加傾向にあるが、近年の
出生数の減少等により、伸び悩みの傾向
にあるため目標値に達することは難し
い。

今後、外での事業実施など、利用人数を
制限しない事業実施法を模索するととも
に、対象となる年代への周知を強化する
など、利用者の増加を図ります。

福祉課

乳幼児母親家庭
教育学級利用者
数【延べ人数】

（人）
2,700 2,800 1,588 2,749 709 455 825 901

D( 25％
程度 ）

利用者数は増加傾向にあるが、近年の
出生数の減少等により、伸び悩みの傾向
にあるため目標値に達することは難し
い。

今後、外での事業実施など、利用人数を
制限しない事業実施法を模索するととも
に、対象となる年代への周知を強化する
など、利用者の増加を図ります。

⑤ 児童虐待防止
対策の推進

要保護児童対策地域協議会を構
成する児童福祉、母子保健及び学
校教育の各担当部局並びに民生
委員児童委員協議会、警察、児童
相談所及び保健所など関係機関と
の連携を強化し、未然防止・早期
発見・早期対応を行います。

福祉課
児童虐待
対応件数

（件）
15 13 38 25 45 39 53 38

A（ ほぼ
100％ ）

管理しているケースについて、年４回実
務者会議を実施し、急を要する場合は、
個別に検討会議を実施しており、計画ど
おりに遂行している。

今後も関係機関と連携を図り、未然防
止・早期発見・ケースに応じた対応をす
る。

⑥ 相談・援助体
制の充実

関係機関と連携を図り、子育て不
安などに対応するために、妊娠期
から子育て期にわたるまでの切れ
目のない支援体制を整備します。

福祉課 ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

関係機関と連携を図り、心配なケーズが
あれば都度連絡をもらう体制をとり、検討
が必要な場合は、ケース会議を実施して
いる。

今後関係機関と連携し、妊娠中から子育
て期まで切れ目ない支援を実施する。

④ 家庭教育支援
の充実

乳幼児母親家庭教育学級（すくすく
学級）や子育て支援センター（はみ
んぐ）が連携し、家庭教育や育児
相談など子育て支援の充実を推進
します。

保護者の就労環境の変
化等により保育需要が
増加傾向にあり、保育に
携わる人材の確保など
保育環境の整備が必要
となっているほか、子育
てに不安を抱える家族の
不安解消や家庭での教
育力向上のため、親子
が自由に交流できる場の
提供なども必要となって
います。
また、近年、子育ての不
安やストレスにより精神
疾患を発症するケースが
多いことから、支援体制
の更なる充実が求めら
れています。
今後も、子どもや子育て
家庭を地域や町全体で
支援するため、保健・医
療・福祉・教育機関が一
体となり、多面的な子育
て支援施策を積極的に
推進する必要がありま
す。
また、公民館で行ってい
る乳幼児母親家庭教育
学級「すくすく学級」は、
子育て支援センター「は
みんぐ」との効果的な連
携策を検討する必要が
あります。

次代を担う子どもが健や
かに育つよう、「別海町
子ども・子育て支援事業
計画」に基づき、保護者
が安心して子育てができ
る多面的な子育て支援
施策を計画的に推進しま
す。
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第3章・共に支え合い、健やかに暮らせる福祉のまち

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

（５）障がい者（児）支援施策の充実

施設入所者及び
入院中の精神障
がい者の地域生
活への移行者数
【期間累計】（人）

3 8 2 2 2 2 2 2
D( 25％
程度 ）

福祉施設から一
般就労への移行
者数【期間累計】

（人）

3 6 1 1 2 2 2 2
C（ 50％
程度 ）

子ども発達支援
専門職巡回事業
の利用者数（人）

20 24 15 12 10 10 9 16
B（ 75％
程度 ）

子ども発達支援
センターの
相談件数

（件）

50 70 33 29 31 28 31 32
C（ 50％
程度 ）

③ 広報・啓発活
動等の推進

障がいの有無に関わらず、誰もが
共に支え合える地域づくりを進める
ため、広報・啓発活動や福祉教
育、交流事業等を推進します。 福祉課

理解促進研修・
啓発事業の
参加者数

（人）

130 150 0 99 179 38 未実施 52
C（ 50％
程度 ）

令和６年度は、町内の障害福祉サービス
事業所や障害児通所支援事業所の利用
者等が製作した作品を展示する「きらめ
きアート展」を開催している。

今後も障がい者等の理解が深まるよう、
様々なイベント等を通じて啓発を行ってい
く。

（６）高齢者施策の充実
① 高齢者支援推

進体制の整備
「高齢者保健福祉計画及び介護保
険事業計画」に基づき、高齢者一
人ひとりに合わせたサービスや、
医療・介護及び地域や関係団体と
連携する「地域包括ケアシステム」
の構築を進めます。

介護支援課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

地域は限定しているが、介護予防に特化
した形態のサービスを継続して導入し
た。

高齢者保健福祉計画及び第９期介護保
険事業計画の取組として、別海町に合っ
た体制づくりを継続して実施・実行してい
く。

② 地域支援事業
の推進

地域ケア会議を活用し、在宅医療
と介護連携、認知症施策の推進、
生活コーディネーターの配置によ
る生活支援サービスの体制整備を
行います。 介護支援課

生活支援
コーディネーター

の数（人）
8 11 1 1 3 3 5 6

B（ 75％
程度 ）

令和６年度の受講者は１名だった。 今後は職員及び関係機関職員が年1～2
名ずつ研修受講できる体制となるため、
生活コーディネーターとして生活支援
サービスの体制整備を進める。

③ 予防給付・介
護給付の実施

要支援認定者の要介護状態への
進行を予防するための予防給付
や、要介護認定者を対象とした居
宅サービス、地域密着型サービス
等の介護給付を適切に受けられる
よう、サービスの提供体制を充実さ
せます。

介護支援課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
C（ 50％
程度 ）

高齢者保健福祉計画及び介護保険事業
計画に基づき、適切なサービス提供が行
えるよう地域包括支援センターを中心の
機関として別海町全域でサービス提供体
制の充実を図った。

引き続き一部地域で、不足しているサー
ビスがあることや、圏域を3と設定してい
ることから、圏域ごとのサービスをどのよ
うに充実させていくかが継続した課題と
なっている。

④ 保健福祉サー
ビスの推進

高齢者の介護予防及び健康づくり
を目的に、いきいき元気あっぷ健
康体操教室を開催します。

介護支援課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
C（ 50％
程度 ）

３圏域のサロンで年４回、ふれあい・いき
いきサロンで健康体操を開催した。

引き続きサロンで実施する。

⑤ 高齢者関連施
設の整備・充
実

今後、増加が見込まれる要支援、
要介護認定者のニーズに合った施
設整備を進め、利用者の利便性向
上に取り組みます。 介護支援課

地域密着型小規
模多機能施設数

（箇所）
2 2 1 1 1 2 2 1

B（ 75％
程度 ）

令和６年度に小規模多機能ホーム愛遊
夢が特養に転用した。

今後も増加が見込まれる要支援、要介護
認定者のニーズに合ったサービスの利便
性向上に取り組む。

今後においては、障がい
のある人を取り巻く環境
の変化に対応するととも
に、更なる福祉サービス
の充実や保健・医療分野
における地域での支援
の必要性が高まっていま
す。
障がいのある人が、でき
る限り自宅や住み慣れた
地域で生活するための
多様なニーズに応じた
サービス提供体制の充
実や、福祉に携わる人材
確保対策を行う必要があ
ります。
また、発達の遅れや障が
いのある子どもとその保
護者に対する支援体制
の確保が重要となりま
す。
さらに、共生型社会の実
現に向けて、障がいにつ
いての正しい理解と認識
を深め、「支え合う気持
ち」、「助け合う気持ち」を
持つことが重要であるた
め、今後も広報・啓発活
動の推進が求められて
います。

障がいの有無によって分
け隔てなく、相互に人格
と個性を尊重し合いなが
ら、全ての障がい者（児）
とその家族が、いきいき
と共生する社会の実現を
目指すための体制づくり
を進めます。

① 障がい者（児）
支援の総合的
推進

総合的な障がい者（児）支援を推
進するとともに、今後も安定的な
サービスが提供できるよう、人材の
確保対策に取り組みます。

福祉課

別海町第７期障がい福祉計画(2024～
2026）に設定した成果目標の達成に向け
て取組む。

別海町第７期障がい福祉計画(2024～
2026）の成果目標の達成に向けて、就労
支援事業所と連携し、一般企業等への働
きかけに努める。

② 教育・療育の
充実

障がいのある子どもの発達を支援
するため、地域の教育関係機関等
との連携により、乳幼児期から学
齢期への円滑な移行を促進し、障
がい特性に配慮した教育を推進し
ます。

福祉課

臨床心理士の派遣元の地域が遠方に
なったことにより、令和４年度から支援日
数が減ったが、子ども発達支援センター
や地域の心理士と連携し、障がい児やそ
の家族への支援を行った。
　また、令和６年度から新たに言語聴覚
士の派遣を行っている。

保育園や幼稚園、学校からの要望が多
いため、支援日数を確保する。

高齢者が住み慣れた地
域で、いきいきと安心して
暮らし続けることができる
よう、「高齢者保健福祉
計画及び介護保険事業
計画」に基づき、介護予
防から介護サービス、医
療と介護の連携まで各
種施策を総合的、計画的
に推進します。

高齢者が住み慣れた地
域で、いきいきと安心して
暮らし続けることができる
よう、在宅医療・介護連
携の推進や認知症支援
対策の充実及び生活支
援体制の整備を行い、医
療、介護及び地域の関
係団体と連携を図る地域
包括ケアシステムの構築
を今以上にスピード感を
持ち、進める必要があり
ます。
また、老人クラブや「ふれ
あい・いきいきサロン」参
加者の減少が課題であ
り、参加者ニーズに合っ
たサロン事業の企画な
ど、高齢者の生きがいや
社会参加につながる環
境づくりを検討する必要
があります。
さらに、今後の高齢者増
加に伴い、介護や支援が
必要な高齢者の増えるこ
とが見込まれるため、地
域全体で見守る体制づく
りを進める必要がありま
す。
介護員不足の対応は、
介護員確保対策事業の
更なる拡充と併せて、電
子記録や介護ロボットな
どの導入により、介護員
の負担を軽減する施策
の検討も必要となってい
ます。
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基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

⑥ 生きがいづくり
と社会参加の
促進

各団体の活動や、「ふれあい・いき
いきサロン」事業の参加を促すとと
もに、関係機関と連携しシルバー
人材登録制度など、社会参加する
ための環境づくりや、就業機会の
支援体制の検討を進めます。

介護支援課

「ふれあい・いき
いきサロン」参加
者数【３箇所　１
日当たり】（人）

25 25 19 16 19 19 30 25
A（ ほぼ
100％ ）

尾岱沼地区のサロンを移転開設後の令
和５年度実績より実績人数が下がっては
いるが中間目標を達成している。

引き続きサロン利用者の感染予防・対策
を徹底し、今後も継続して支援していく。

⑦ 高齢者が住み
よいまちづくり
の推進

緊急通報システムの活用や、地域
における見守り活動により高齢者
が安心して暮らせるまちづくりを進
めます。

介護支援課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

緊急通報システム保有台数135台中、現
在101台を希望者に設置している。装置
を利用し、設置者からの相談や救急車に
よる搬送もあり、高齢者が安心して暮ら
せるまちづくりを進めた。

引き続き制度の周知をし、今までの取組
を継続していくと共に、近年の固定電話
離れや携帯を持つ方も多いことからも、
本装置の取り付けができない場合の対策
としてモバイル型の緊急通報システムの
必要性や情報収集に取り組む必要があ
る。

⑧ 介護職員の確
保対策の推進

介護職員確保対策の拡充を図り、
新たな雇用により介護職員不足の
解消に努めるとともに、介護ロボッ
トなどの導入により介護員の負担
を軽減する施策を検討します。 介護支援課

介護職員初任者
研修受講者数

【期間累計】（人）
100 200 12 12 20 27 44 52

C（ 50％
程度 ）

昨年度に引き続き、オンラインでも受講で
きる体制にて実施した。

感染リスクの状況によって、実技指導が
対面指導または映像指導となった場合に
対面の実技指導が行えないことが引き続
きの課題である。
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基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

（７）社会保障の充実

税務課
国民健康保険税

収納率（％）
98 98 98.07 98.68 98.77 98.62 98.46 98.47

A（ ほぼ
100％ ）

納税者の納期内納付の意識向上、口座
振替、窓口以外にＱＲコード決裁、クレ
ジットカード決済など支払方法の拡充を
図ったことにより、納付の利便さが上がり
収納率の維持向上に繋がったと考える。

未納者には督促状を送付し、状況に応じ
架電、臨戸訪問を実施し早期の納付、納
税相談を促している。ともに財産調査を
行い、差押可能な財産が発見された場合
には、速やかな差押えを執行する。

保健課
国民健康保険

特定健診受診率
（％）

60 60 37.2 28.8 35 36.9 35.5 37.6
C（ 50％
程度 ）

データ受領（みなし健診）は、町内診療所
の協力の下、令和6年度は医療機関が増
え、通院中の健診未受診者のデータ受領
が増加し、コロナ禍前の令和元年度を上
回る健診受診率に増加した。

令和5年度と比べて、6年度はリピート受
診率は増加したが不定期受診者の受診
率が低下しているため、、健診を受けなく
なった方に再び受診してもらうことが課題
になる。また、健診受診勧奨を進めても
時期によっては受診枠の問題があるた
め、個別健診の拡大の検討や通院未受
診者分析を基に町内医療機関との連携
や通院者への勧奨も引き続き実施してい
く。

町民課
国民健康保険後
発医薬品の使用

割合（％）
80 80 76.4 78.6 77.9 79.6 80.7 86.6

A（ ほぼ
100％ ）

北海道国民健康保険団体連合会に作成
を依頼しているジェネリック医薬品利用差
額通知書を送付することにより利用促進
を図るとともに、保険証交付時には利用
希望表示シールを配布している。
進捗状況の確認については、数量シェア
集計表により切替状況を確認している。

今後も周知促進の取り組みを継続する必
要がある。

② 後期高齢者医
療制度の円滑
な運用

広報紙や「ふれあいトーク宅配講
座」による啓発活動を行い、後期
高齢者医療制度の周知を図るとと
もに、広域連合と連携し、健全な制
度運営を推進します。

町民課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

町広報誌を活用した制度の普及・啓発活
動を行うとともに、個々の状況に応じた窓
口相談や被保険者証送付時にパンフレッ
トを同封するなど、制度の周知を図ってい
る。
広域連合と連携し、健全な制度運営を進
めた。

今後、後期高齢者到達者数がピークを迎
え、様々な生活状況の方が増えるため、
引き続き制度周知や、個々の状況に応じ
た窓口相談が必要である。

③ 低所得者福祉
の推進

地域住民や関係機関と連携を強
化し、アウトリーチによる早期支援
につなげる体制づくりを推進しま
す。

福祉課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

生活困窮者からの相談や、民生委員児
童委員の情報提供に応じて、別海町社会
福祉協議会が実施する生活福祉資金貸
付事業等の情報提供や、生活困窮者自
立支援法に基づく自立支援相談機関と連
携し対応している。

自ら相談できない潜在的生活困窮者に対
するアウトリーチについて、関係機関や地
域住民と連携していく。

④ 国民年金制度
の啓発

制度の正しい理解を深めるため、
広報紙やポスターを活用した啓発
や年金相談の周知を行うとともに、
保険料の免除申請の活用により、
年金受給権を確保します。 町民課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

A（ ほぼ
100％ ）

町広報紙やポスターにより、制度の理解
を深める啓発活動や年金相談の周知を
行った。また、保険料の免除申請を活用
することにより、年金受給権の確保を進
めた。

今後も広報、啓発活動等に取り組み、制
度についての正しい理解を深めていく必
要がある。

国民健康保険では、特
定健診の受診率の伸び
悩みが課題となっている
ことから、受診率向上に
向けた取組が求められ
ています。
生活困窮者が抱える課
題は多様であり、自ら相
談することが難しい場合
も想定されることから、地
域住民や関係機関と連
携を強化し、アウトリーチ
による早期支援につなげ
る体制づくりが必要と
なっています。

全ての町民が生涯にわ
たって健康で文化的な暮
らしを営み、安心した生
活を送ることができるよ
う、適切な社会保障制度
の運用や充実を進めま
す。

① 国民健康保険
事業の健全化

特定健診や特定保健指導等の保
健事業を通じ、町民の健康づくりを
進めるとともに、特定健診の受診
率向上に取り組みます。また、レセ
プト点検の強化等により医療費の
適正化を進めるとともに、収納率を
維持するため保険税の滞納対策
に取り組みます。
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第７次別海町総合計画（令和６年度）達成状況確認シート
現状（Plan/Do）　 点検・評価・方針（Check/Action）　

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

第４章 生涯を通じて人と文化を育む学びのまち　　～　地域ぐるみで　心豊かなまちづくり　～
（１）社会教育の推進

中央公民館
（生涯学習セ

ンター）
31,922 15,656 18,068 34,691 42,113 54,841

A（ ほぼ
100％ ）

西公民館 11,504 4,971 5,488 6,607 7,689 7,510
B（ 75％
程度 ）

東公民館 16,403 11,874 8,025 7,852 7,958 6,217
B（ 75％
程度 ）

59,829 32,501 31,581 49,150 57,760 68,568
B（ 75％
程度 ）

郷土資料館 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
D( 25％
程度 ）

令和元年度に教育委員会内部検討会議
を実施し郷土資料館の整備方針（案）を作
成。令和2年度から庁舎内検討会議を実
施。令和4年度は、庁舎内検討会議の整
備方針（案）を作成した。令和9年度から別
海町郷土資料館整備検討委員会を設置
し、整備に関する事項の協議する予定で
ある。

庁舎内及び教育委員会で事業調整を行
い、整備に向け、広く町民等の意見を聞く
ためにも学識経験者、専門知識を有する
者で構成する（仮称）別海町郷土資料館
整備検討委員会を設置し、整備に関する
事項の協議を行なわなければならない。
また、閉校学校の跡地利用の要請もある
ことから、庁舎内で横断的な協議が必要と
なる。

生涯学習課

生涯学習「ふれ
あいトーク宅配
講座」講座開講

数
（件）

50 50 17 14 18 20 33 32
B（ 75％
程度 ）

本事業を活用する団体・学校等は増加傾
向にあり、また、受講者数については令和
６年度に初めて1,000人を超える結果と
なった。
施策の説明が主となる講座であることか
ら、行政による説明を受ける制度として定
着しているものと考える。

学校教育分野のみならず、行政活動の説
明機会として、官民一体となったまちづくり
が進められるよう事業を展開したい。

中央公民館
（生涯学習セ

ンター）
4 5 4 8 5 4

C（ 50％
程度 ）

西公民館 6 8 7 6 7 9
A（ ほぼ
100％ ）

東公民館 5 17 13 11 19 15
A（ ほぼ
100％ ）

15 30 24 25 31 28
A（ ほぼ
100％ ）

主要施策 内容

計

計

① 社会教育関連
施設の充実

中央公民館を生涯学習センターに
建て替え、2022年度に供用開始で
きるよう準備を進めます。そのほか
の施設についても、老朽化がみら
れるため、計画的に改修や更新を
行います。

公民館利用者数
（生涯学習
センター）

（人）

76,000 78,000

生涯学習センターの利用者については、
前年度に引き続き増加傾向にある。西・東
公民館については前年に比べ減少傾向
にあり、人口減少による、利用者の伸び悩
みが見える。

西・東公民館は施設の老朽化による長寿
命化計画に伴い今年度から随時実施。　
全国的に人口減少と少子高齢化が進み、
当町においても例外ではなく、若年層の流
出や出生数の減少、また高齢化の進展が
顕著となり、今後の利用者の将来を見据
えた対策が急務となっている。

② 特色ある社会
教育プログラム
の整備と提供

町民のニーズを的確に捉え、事業
や講座等を計画的に実施し、学習
機会等の提供を図るとともに、町民
に広く情報提供ができるよう広報・
啓発活動を強化し、参加を促進しま
す。

公民館講座
開設数
（講座）

26 26

各公民館では、住民の知識の習得、技
術、教養の向上を図ることを目的に、引き
続き特色ある講座を開催出来たと考え
る。　　　　　　　　　　　　　　（目標値：中央
公民館10回、　西公民館8回、東公民館8
回）

公民館では、地域住民の生涯学習の推進
を目的として多様な講座を開催する。さら
に講座を通じて地域に貢献できる人材の
育成を目指す。

生涯学習センターは、
2022年度の供用開始を
目指して準備を進めてい
ますが、郷土資料館をは
じめとした社会教育施設
の老朽化が進んでおり、
緊急性や費用対効果を
踏まえて計画的に改修や
更新等を行う必要があり
ます。
また、各社会教育施設で
は、幅広い世代のニーズ
を的確にくみ取り、学習
機会を提供するとともに、
活動に対する情報提供
や相談用務についても、
積極的かつきめ細やか
に対応することが求めら
れています。
特に図書館は、今後も継
続して蔵書の整備を進め
るだけでなく、利用者ニー
ズの多様化・高度化に応
えられる情報・資料の提
供が求められており、そ
のため新刊図書購入の
継続やレファレンス資料
更新、基幹産業関連図書
の購入・更新や郷土資料
の収集保存にも力を入れ
る必要があります。また、
施設の運営体制に係る
開館日時や移動図書館
車の運行、学校図書館を
含む関係施設との連携、
司書など適切な人員確保
についての検討が求めら
れています。
今後は、まちづくりの主
体である町民の活動を支
える地域の拠点として、
生涯学習センターをはじ
め各公民館の集約された
機能が、地域や学校等に
幅広く影響を与えられる
よう「学校応援ボランティ
アリスト」をより有効に活
用するなど、町民と行政
が一体となって地域をつ
くり、つないでいくことが
重要となっています。

誰もが心豊かに生きがい
のある充実した生活を営
み、魅力と活力ある地域
づくりにつなげるため、子
どもから高齢者まで全て
の世代が学べる社会教
育の環境づくりを推進し
ます。

17 / 36 ページ



第4章・生涯を通じて人と文化を育む学びのまち

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

中央公民館
（生涯学習セ

ンター）

（平成）寿大学
受講者数

（人）
1,800 2,000 1,240 1,137 897 802 1,023 960

C（ 50％
程度 ）

寿大学では、各大学の特性や参加者の関
心に合わせた学習会を開催し、継続的な
学びの場を提供することが出来た。一方
で60～65歳の新規受講者の増加に課題
があり、受講者数は伸び悩んでいるのが
現状。

引き続き受講者の減少傾向がみられる
中、リカレント教育の視点を踏まえ、幅広
い世代が学びに参加できるよう、学習会
の内容に創意工夫しながら、社会のニー
ズや受講者の関心に対応したテーマ設定
や、参加しやすい環境づくりに努める。

町民一人当たり
の貸出冊数

（冊）
5.20 5.50 4.50 4.13 3.51 3.84 3.91 3.81

B（ 75％
程度 ）

図書館での
お話会等への

参加者数
（人）

240 257 166 39 34 113 119 192
B（ 75％
程度 ）

図書館利用者数
（移動図書館車・
上西春別中学校
開放型図書室利

用者を含む）
（人）

21,100 21,400 17,993 15,463 12,433 14,006 14,422 14,364
C（ 50％
程度 ）

図書館
（生涯学習

課）

児童・生徒の
不読率
（％）

9.75 8 - - - - 48.8 －
E(未実
施）

R5年度はアンケート調査を実施したが回
答率が悪く信憑性にかけることから、R6年
度については調査を実施せず、代わりに
朝読率の調査を行い、現状の把握に努め
た。

④ 団体等の活動
支援と地域の
担い手の養成

社会教育関係団体への活動支援と
して、学習環境の整備と機会の充
実を図ることで、地域の人材を育成
するとともに、「学校応援ボランティ
アリスト」等を活用することで、学習
の成果を学校や地域において発揮
できるよう進めます。

生涯学習課

学校応援
ボランティア
利用件数

（件）

16 16 13 11 10 9 12 10
B（ 75％
程度 ）

登録者数は、減少傾向にあるが、学校等
の要望に応じられるよう、その専門性や地
域に根付いた人材を確保できるよう努め
ている。

利用件数を増やすため、新規ボランティア
の募集が必要となるが、新たな人材の確
保が今後の課題となる。

③ 図書館の充実 利用者ニーズの多様化・高度化に
対応できる情報収集と資料提供に
向けて、今後も蔵書整備を継続し、
利用率の高い書架を整備するとと
もに、円滑なレファレンスサービス
対応ができるように、司書などの適
切な人員を確保します。また施設・
機器の劣化により運営に支障を来
すことのないよう、計画的に整備を
進めます。

図書館

令和6年度の利用状況は、本館での利用
が若干減少、移動図書館車の利用が若
干増加しており、全体では利用者数、貸出
冊数ともにほぼ横ばいという状況である。
お話会はSNSでの発信や拡大版等の実
施により参加が定着してきており、大幅に
参加者が増加しているが、目標値には届
いていない。

図書館の利用を見ると、本館は30歳以上
が75％、開放型図書室は30歳以上が
82.8%、移動図書館車は小学生以下が
75.9%という状況となっている。　　　　　　　　　　　　　　　　
少子化と人口減少が利用者の減少につな
がっており、利用を伸ばしていくことは困
難な状況にある。
今後は、図書館として読書や学習の場と
してだけでなく、地域住民にとっての「居場
所」としての役割も担えるよう町民の協力
を得たイベントの開催や、SNS等による発
信など図書館を身近に感じてもらえる取り
組みが必要。
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基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

（２）学校教育の充実
① 幼児教育の充

実
2018年度（平成30年度）施行の幼
稚園教育要領の中で示されている
「幼児期の終わりまでに育って欲し
い幼児の姿」の達成に向けた教育
環境の整備を推進します。
また、義務教育との連携には、「生
活する力、学ぶ力、かかわる力」の
育成に重点を置いた別海版接続カ
リキュラムを一層活用し、就学段階
における学びの連携を強化します。
さらに、園児が安全で快適な環境
で学ぶことができるよう幼稚園施設
及び設備の計画的な整備を進めま
す。

学校教育課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

幼稚園と小学校が連携、協働によりスター
トカリキュラムを作成している。また、カリ
キュラムに基づき、学校行事や研修等に
おいて、幼小中連携の取組を進めてい
る。

地域により、取組に差があることから、事
例紹介などにより、全地域での取組を推
進する。

② 学校教育の充
実

基礎的な学力向上や個性・創造性
を伸ばすことを基本に、個に応じた
指導方法の工夫改善に努め、次期
学習指導要領で示す「主体的・対
話的で深い学び」に代表されるアク
ティブ・ラーニングを視野に入れ、
学力、体力、生活力の向上を柱とし
た取組を進めます。
また、学びの土台となる力を伸長す
るため、ＮＩＥ活動の推進、読書活
動の推進、図書館司書と学校が連
携した魅力ある学校図書館づくり、
児童・生徒用図書の整備等を進め
ます。
さらに、2018年度（平成30年度）か
らの移行期間を経て2020年度から
実施される小学校３、４年生の外国
語活動、５、６年生の外国語科に向
けて、ＡＬＴの増員など、小・中学校
を含めた外国語学習の指導体制の
整備に取り組みます。

学校教育課

児童・生徒用
図書の充足率
【小中合計】

（％）

97 100 91.5 91.2 94.6 97 99.1 100
A（ ほぼ
100％ ）

学力、体力、生活力の向上を柱とした取
組として、生きる力アッププロジェクト事業
を推進し、別海町新聞の日、道新データ
ベースの導入、教育視察研修、研修会な
どを実施している。
学校図書の整備については、令和6年度
に充足率100％（学校図書館標準冊数）を
達成している。
加えて、自律的な学習を促進するため、
Let's Challenge学習支援事業として、英
語、数学（算数）、漢字検定の検定料を助
成するほか、学習用端末の導入に伴い、
タブレットドリルを全学校へ配布した。
ＡＬＴは、令和４年度から４名体制が確立
し、各学校への訪問の充実を図ることがで
きた。また、併せて令和４年度からの試行
を経て令和５年度から幼稚園への訪問も
開始し、幼少期からの英語体験の充実に
取り組んでいる。

学校図書については、充足率100％（学校
図書館図書標準）を達成している。今後も
充足率100％を維持し、計画的に購入を続
ける。また、ICT教育に伴い、電子書籍の
導入を検討する。
NIEの推進については、NIEの取組み方を
各学校の教諭が共有できるような交流会
の設定を考える。
ALTについては、令和６年度に２名退職と
なり一時的に２名体制となるが、新規採用
することにより４名体制を継続することとし
ており、学校と協議しながら外国語学習の
一層の充実を図っていく。

③ 学校施設及び
設備の整備

学校施設及び設備の老朽化等の
状況を把握し、中長期的な方針を
定めた「別海町学校施設等長寿命
化計画」及び本町の将来を見据え
た学校配置の方針を定めた「小・中
学校適正配置計画」に基づき整備
を進めます。
また、教職員住宅については、使
用料及び管理経費の検証や、老朽
化、利用状況等の実態を把握し、
計画的に整備を進めます。
さらに、道が定める方針等に基づく
教育の情報化の推進に向け、学校
におけるＩＣＴ環境の整備を進めま
す。

学校教育課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ －
B（ 75％
程度 ）

地域における学校の在り方について、コ
ミュニティスクールを軸に各学校区におい
て協議を進め、一定の協議結果を教育委
員会へ示し、統廃合とした学校区もある。
教育の情報化については、児童生徒に１
人１台学習用端末が整備され、授業や家
庭学習等で活用が進んでいる。

各学校区の協議結果を受け、今後、教育
委員会において検討を行い、地域と協議
しながら整備等を進めていく。
ICT教育については、国などで実証段階の
取組も多いことや、様々なコンテンツが増
えてきていることから、今後、必要な取組
やそのための体制を検討していく。

④ 特別支援教育
の推進

町の教育支援委員会を中心に保育
園、幼稚園及び小・中学校における
日常観察の実施、臨床心理士と連
携した小学校就学前の５歳時の教
育相談など、関係機関との連携の
もと、必要な支援や適切な指導の
充実に取り組みます。
また、特別支援教育支援員の適切
な人員確保と計画的な配置を推進
し、教育支援体制を整備します。

学校教育課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

教育支援委員会を中心として発達検査や
教育相談を実施しており、支援や指導の
充実に向けて取り組んでいる。
また、特別支援教育支援員の運用の見直
しを行い、支援体制の整備を図っている。

必要な支援や適切な指導の充実のため、
今後も特別支援教育に関する検査や相談
等を行う人材の育成に取り組んでいく。
また、特別支援教育支援員の人員確保に
取り組むとともに、限られた人員の中で効
果的な支援を実施できるよう、計画的な配
置について検討していく。

変化が激しく、今後の予
測が困難な時代の中、本
町の将来を担う子どもた
ちの、確かな学力、豊か
な人間性、健康・体力な
ど「生きる力」を育むこと
が喫緊の課題となってい
ます。
このような状況の中、
「知・徳・体」の調和の取
れた未来を担う人材とし
て、心身共に健やかに成
長することができる教育
環境づくりが強く求められ
ています。
このため、幼児教育の一
層の充実、主体的で対話
的で深い学びに代表され
るアクティブ・ラーニング
を視野に入れた特色ある
学校教育活動の推進を
はじめ、特別支援教育の
充実や心の問題への対
応を引き続き推進する必
要があります。
また、老朽化した学校施
設及び設備の計画的な
整備や、改築に着手して
いる学校給食センターの
運用開始が求められてい
ます。
さらに、学校、家庭、地域
及び関係機関等が連携
した子どもの安全性の確
保、地域と共にある学校
づくりを進めるコミュニ
ティ・スクールの導入、地
域の特性を踏まえたふる
さと教育やキャリア教育、
高等教育支援等の充実
など総合的な取組を一体
的に進める必要がありま
す。

次代の本町を担う人材の
育成に向け、生きる力を
重視した教育活動と信頼
される学校づくりを進めな
がら、学校施設及び設備
の計画的な整備や、地域
の特性を生かし、地域が
一体となった総合的な教
育環境の向上に取り組み
ます。
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基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

⑤ 心の問題への
対応

別海町子どものいじめ防止に関す
る基本方針等を踏まえ、いじめや
不登校等の未然防止、早期発見、
早期対応に向け、スクールカウンセ
ラー、スクールソーシャルワー
カー、臨床心理士、「ふれあいるー
む」の指導員等の連携により教育
相談を充実します。
また、教育支援センター「ふれあい
るーむ」の体制強化を図り、町内全
域の児童・生徒を十分に支援する
体制づくりを進めます。
さらに、インターネット上のトラブル
から児童・生徒を守る取組を推進し
ます。

学校教育課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

学校とスクールカウンセラーやスクール
ソーシャルワーカー、指導員等関係者が
連携し、教育相談の取組を継続しており、
卒業後も教育支援センターを利用するな
ど、サポート体制の充実が図られている。
今年度からは指導員を増やし、教育支援
センターを毎日開室できるよう体制強化を
図っている。
インターネット上のトラブルについては、毎
月学校でネットパトロールを実施しており、
未然防止に取り組んでいる。

西地域で不登校児童生徒が多い傾向の
ため、令和2年度にふれあいるーむサテラ
イトを開設した。今後も学校等と連携を図
り、有効活用に取り組んでいく。
また、東地域における児童生徒の支援体
制についても検討するとともに、指導員の
人員確保にも引き続き取り組んでいく。

⑥ 学校給食の充
実

老朽化の著しい学校給食センター
は、改築事業に着手しており、2020
年度からの運用開始を予定してい
ます。
新しい学校給食センターでは、地産
地消の取組や各学校等と連携した
食育の場として活用し、今後も安
全・安心な学校給食の提供を行い
ます。

給食センター

地元食材を活用
した給食の回数

【地産地消】
（回）

30 32 42 49 50 41 41
B（ 75％
程度 ）

調理用牛乳及びバターは、100％別海町
産を使用しており、別海産ほたてやホッ
キ、鮭も給食メニューに例年使用してい
る。
Ｒ６年度は、地元商店から購入したキャベ
ツの一部が別海産であったことから、別海
産の野菜を使用することができた。

今度も予算の範囲内で、できるだけ地元
食材を活用する工夫をしていきたいが、別
海産の食材である乳製品や魚介類は、ア
レルギー該当の児童・生徒もいるため、使
用頻度を多くすることは難しい。

⑦ スクールバス
の効果的な運
行

広大な地域特性から、学校教育に
欠かせないスクールバスについて
は、今後も児童・生徒に負担の少な
い効率的な運行に向け、計画的な
更新を行うとともに、仕様や適切な
台数について検討を進めます。

学校教育課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
C（ 50％
程度 ）

バスの老朽化や、損傷状況を確認し、優
先順位をつけて、年1台の車両更新を実
施している。

毎年、スクールバスの更新計画を見直し
ながら、計画的にスクールバスの更新を
進めていく。
また、学校統廃合の計画や利用人数を調
査し、適切なバスルートの設定やワゴンタ
イプの車両の活用についても検討する。

⑧ 子どもの安全
性の確保

学校管理下や登下校時に児童・生
徒が犯罪や交通事故、自然災害等
から身を守ることができるよう、学
校、家庭、地域、関係機関等が連
携し、別海町通学路交通安全プロ
グラム等に基づき、子どもの安全性
を確保します。
また、別海町地域安全システム「ま
もメール」等を活用した啓発活動を
行います。

学校教育課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

別海町交通安全プログラムに基づき、関
係機関と連携し、通学路の合同点検及び
安全推進会議を開催しており、危険個所
について道路管理者等に要望し、対策を
実施している。

今後も交通安全プログラムに基づき、国・
道・町・道路管理者及び警察と連携し、危
険個所の状況を確認していく。

学校教育課

コミュニティ・ス
クール（学校運
営協議会制度）

を
導入している
学校割合（％）

100 100 50 100 100 100 100 100
A（ ほぼ
100％ ）

令和2年度にコミュニティ・スクールを全学
校で取り入れ、地域の特性を踏まえた教
育がスタートしている。また、全学校区で
の意見交流会を実施し、他の学校区の取
組を聞き、情報共有を行うことで、活動の
促進を図っている。

地域の意見を学校運営に反映させるた
め、今後も学校運営協議会で充実した協
議を行う。また、意見交流や情報共有を行
うことで、活動の促進を図る。

学校教育課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

令和4年度から、ふるさとキャリア教育の
先進地である秋田県大館市への教育視
察を行っており、その後研修実施報告会
を実施することにより、ふるさと教育への
理解を深めた。また、大館市から優れた
授業実践力を持つ教員を講師に招き、研
修会を行った。

「ふるさとキャリア教育」に対する理解がま
だ浅く、取組が進めにくい状況が課題とし
てあることから、秋田県大館市へ視察研
修に行った教員を中心に、別海町ででき
る取組を実践することで、ふるさと教育へ
の理解を深めるとともに、意識づけを図
る。

⑨ 学校と地域の
連携

「地域の子どもは地域で育てる」と
いう意識のもと、地域住民が学校
運営や必要な支援について協議を
行うコミュニティ・スクール（学校運
営協議会制度）の町内全８学校区
への円滑な導入に向けた取組を推
進します。
また、地域の特性を踏まえた体験
活動、キャリア教育、ふるさと教育
等について、学校と地域が連携し
た取組を推進します。
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基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

北海道別海高等
学校普通科の

間口確保
（学級）

3 3 3 3 3 3 3 3
A（ ほぼ
100％ ）

各種支援事業は予定通り実施しており、
多くの生徒・保護者が助成を受けている。
募集段階では３間口を確保しており、目標
を達成している。

別海高校の各種支援事業は今後も継続し
て行うが、少子化が進む中、令和６年度は
定員割れで２学級となったことからも、目
標達成は年々難しくなる。

酪農経営科
生徒数

（生徒数）
30 40 7 14 5 8 12 3

D( 25％
程度 ）

入学者数は目標を達成していないが、各
種支援事業は予定通り実施しており、生
徒・保護者が助成を受けている。

別海高校の各種支援事業は今後も継続し
て行うが、少子化が進む中、目標達成は
年々難しくなる。

学校教育課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
C（ 50％
程度 ）

大学等に進学する町民に対し、無利子の
奨学資金の貸付を実施しており、年度毎
の新規貸付は見込人数の40％程度となっ
ている。

町ホームページによる周知及び広報によ
る奨学生募集開始時の周知を行っている
ほか、地元高校に在校生への周知を依頼
している。今後も奨学資金の積極的な活
用に向けて取組を実施する。
また、貸付金額の増額や償還期間の拡大
について検討していく。

学校閉庁日を年
９日以上実施し

ている小・中学校
の割合（％）

100 100 100 100 100 100 100 100
A（ ほぼ
100％ ）

町内全16校において、「学校における働き
方改革業務改善計画」で定めた学校閉庁
日及び部活動休養日を実施している。

教職員の勤務時間の確認による実態把
握等により、効果的な取組を検討する。
また、学校の働き方改革に関する周知の
取組も必要となっている。

部活動休養日を
完全に実施して
いる部活動の

割合（％）

100 100 100 100 100 100 100 100
A（ ほぼ
100％ ）

平成31年2月に作成した「別海町立中学
校に係る部活動の方針」に基づき、各学
校においては週2回の休養日を設けてい
る。
部活動指導員配置の検討は進んでいな
いが、地域展開に向けた関係団体との協
議を進めている。

働き方改革における部活動指導員の配置
については、現在国において指導員の地
域展開を推進しており、まずは休日の地
域展開を進めることで提言されている。今
後は、関係団体との協議を行い、移行可
能な部活動から地域展開を進めていく。

⑩ 高等教育支援
等の充実

地域活性化や本町の経済振興を
支える人材の育成を進めるため、
地元別海高等学校への支援とし
て、寄宿施設への助成をはじめ各
種支援事業を推進するとともに、高
校と町内各中学校が交流する機会
を促進し、今後も魅力ある高校とし
て選択できる環境を整え、普通科３
学級の確保及び酪農経営科の増
員につなげます。
また、保護者の経済的な負担軽減
のため、奨学資金制度により高等
教育機関への就学支援に取り組み
ます。

学務課

⑪ 学校における
働き方改革の
推進

北海道教育委員会の方針を踏ま
え、本町が定めた「学校における働
き方改革業務改善計画」等に基づ
き、部活動休養日及び学校閉庁日
の取組を推進するとともに、部活動
指導員の配置の検討等、関係機関
と協議を進め、連携を図り、全ての
学校における働き方改革を計画的
に推進します。

学務課
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基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

（３）青少年の健全育成

メディアコント
ロール授業の実

施数
（回）

3 3 3 3 0 3 3 5
A（ ほぼ
100％ ）

メディアコント
ロールＷＥＥＫ時
の小学校高学年
の１日当たりのメ
ディア利用平均

時間（分）

110 110 119.8 136.6 150 - 145 219
D( 25％
程度 ）

② 青少年の体験・
交流事業等の
促進

伝統文化を通じた異世代の交流や
友好都市との交流事業、青少年を
対象とした教室・講座の開催等によ
り、青少年にさまざまな体験や交
流、職業体験の機会をつくります。

中央公民館

青少年対象の
歴史や文化、

自然体験を組み
入れた事業数

（回）

13 14 15 30 42 41 11 10
A（ ほぼ
100％ ）

各公民館の青少年事業を対象とした取り
組みは、引き続き年間を通して多彩な体
験型の学習活動を実施することが出来た
こと考えられる。

引き続き、青少年育成に向けた体験や教
室の講座等の実施し、郷土愛を育むため
地域の歴史や文化、自然等に触れる機会
を図っていく。

③ 青少年団体の
育成

交流、研修の機会を提供すること
で、青少年のリーダー養成や指導
者の育成・確保に努めます。

生涯学習課
子ども会
育成者数

（人）
200 200 227 197 212 198 198 218

A（ ほぼ
100％ ）

育成者数は、昨年度より若干増加するこ
ととなったが、今後も減少傾向になること
が予想されることから、新たな対策が必要
であると思われる。

少子化が続く中、今後は減少傾向になる
ことが予想されることから、学校や家庭、
地域と連携を図るとともに新たな事業展開
も視野に入れる必要があると思われる。

④ スポーツや文
化活動を通した
ふるさと学習へ
の取組

スポーツ少年団活動や、体育協会
及び文化連盟の教室や講座、イベ
ント等において、町の歴史、文化や
自然に触れる機会を増やし郷土愛
を育む取組を促進します。

中央公民館
青少年対象の
体育的事業数

（回）
8 9 9 0 1 13 11 10

A（ ほぼ
100％ ）

公民館としては体育的要素を含んだ学習
会の開催は難しい状況ではあるが、創意
工夫を重ねることで、参加者の興味を引く
プログラムや柔軟な運営体制を整えること
で、学びと身体活動を両立させた有意義
な学習会を提供できたと考える。

KPIの主要施策の内容が必ずしも一致し
ない場面もあるが、そのような状況におい
ても創意工夫を重ねながら事業の効果的
な展開、また、目標達成に向けて柔軟な
対応を行うことに努める。

非行行動の問題は少な
いものの、道内各地では
インターネットを介した犯
罪等に巻き込まれる事案
が増加しているため、今
後は、こうした事案の発
生を予防するため啓発活
動を行う必要がありま
す。
また、通信機器による情
報の発信や入手はどこで
も・誰でも可能となりまし
たが、コミュニティの形成
や連帯意識の向上の機
会は、極端に減少してお
り、特に青年期への働き
かけは今後の大きな課題
となっています。
早寝・早起きなどの生活
習慣に関しては、大きな
改善がみられないことか
ら、子どもたちの生きる力
に関わる重要な課題であ
るという認識に立ち、今
後も家庭と学校が連携し
て粘り強く取り組んでいく
必要があります。
青少年を対象としたス
ポーツ活動や体験等の
教室・講座の実施にあ
たっても、単に種目や目
的にとらわれず、町への
郷土愛を育むために、地
域の歴史や文化、自然等
に触れる機会を設け、ふ
るさとを学ぶ機会の充実
を図る必要があります。

青少年が本町の次代の
担い手として、豊かな社
会性を養い、健やかに成
長できるよう、地域全体
で見守り、育てる健全育
成活動を積極的に推進
し、郷土愛を育みます。

① まちぐるみでの
青少年健全育
成体制の確立
と教育力の向
上

スマートフォン等の適正な利用や、
インターネットを介した犯罪の発生
を未然に防止するための活動を展
開します。
また、生活習慣改善・メディアコント
ロールにおいては、学校・家庭・地
域との相互理解と協力が重要であ
り、町全体での取組を進めます。

生涯学習課

近年、町内でもインターネット等によるトラ
ブルが発生していることから、令和６年度
からメディアコントロール授業の回数を増
やし啓発の強化に取り組んでいる。
しかしながら、メディア利用時間は今後も
増加することが想定されることから、さらな
る対策が必要であると思われる。

今後においても、通信環境の更なる向上
から、利用の増加は進むものと考えられ
る。
今まで以上に、学校・家庭・地域が情報を
共有し、相互理解を図るための情報発信
と授業や講習等の実施が必要であると考
える。
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基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

（４）地域文化の振興

郷土資料館
入館者満足度

（％）
85 90 93 86 92 87 82 87

A（ ほぼ
100％ ）

入館者の満足度は高いものとなり、団体
等の見学には、きめ細かい解説を行うよう
にした。

満足度は高いものの、郷土資料館は、老
朽化のため施設・設備面で大きな課題を
抱えている。整備方針・整備計画を具体
化していく必要がある。

郷土資料館関係
事業満足度

（％）
95 95 89 93 95 91 95 89

A（ ほぼ
100％ ）

町の歴史・自然についての講座や特別展
等を開催し理解を深めることができた。各
種団体に郷土資料の貸出しを行い学習に
役立てることができた。

住民のニーズに対応出来るよう今後も努
力が必要である。

② 文化財の保存
と活用

奥行地区の交通遺跡を地域の活
性化に活用するため、史跡公園構
想を具体化して整備計画を策定し、
整備を進めます。ヤチカンバ群落
地については、国の天然記念物指
定を目指して調査を進め、保護対
策を講じます。また、町内各地の文
化財を調査し、「文化財保存活用地
域計画」を策定します。

郷土資料館
文化財施設の

入場者数
（人）

2,000 3,000 3,288 1,242 1,575 1,940 2,413 2,776 
A（ ほぼ
100％ ）

奥行地区文化財については、各種イベン
トの実施により、前年度の数字を上回る成
果を上げることができた。
西別湿原ヤチカンバ群落については、保
存活用計画の策定向けて進めることがで
きた。

奥行臼史跡公園整備基本計画について
は、案段階に留まったが、クラウドファン
ディング等の実施により財源を確保しなが
ら、緊急性の高い整備を進めていく必要
がある。
西別湿原ヤチカンバ群落については、保
存活用計画の策定を進める必要がある。

③ 芸術・文化団
体、指導者の
育成

別海町文化連盟に対する指導・助
言等により、町内で活動する芸術・
文化団体の育成と支援を行うととも
に、町民文化の普及振興に貢献し
た方の表彰を行います。

中央公民館
芸術文化講座

開催数
（講座）

7 8 0 0 0 18 14 15
A（ ほぼ
100％ ）

引き続き町民のニーズに合わせた新しい
知識や技術・文化教養の向上を図り、社
会活動に参加する人材育成なつなげるこ
とが出来たと考えられる。

加盟団体の増加は地域の文化振興に多
様性と広がりをもたらすだけではなく、相
互交流や情報共有の機会を創出し、活動
の質的向上にもつながる事から、文化連
盟は、各団体の目的や特色に応じて活動
内容に対する助言や支援に積極的に努
める必要がある。

④ 芸術文化イベ
ント等の充実

各団体等と連携し、地区ごとや町
全体の文化祭を開催するほか、落
語会、講演会やコンサートの開催な
ど、身近で芸術・文化に触れる機会
を拡充します。また、近隣市町で開
催される芸術文化講演等の鑑賞支
援を行います。 中央公民館

文化祭の
参加者数

（人）
14,000 15,000 8,918 1,391 0 4,538 7,559 7,035 

C（ 50％
程度 ）

文化祭は、各団体が日頃の御活動成果を
披露する貴重な場であり、来場者に対して
多様な文化を鑑賞する機会を提供するこ
とで、地域における文化の振興に寄与し
ていると考える。なお、出演者の減少が多
少見られる

近年、文化祭に参加するサークルでは、
会員の減少や高齢化が進み、活動内容
の固定化が課題となっており、状況を打開
するために新しいサークルの発掘や多様
な層に向けた講座等の開催を通じて、活
動の幅を広げる取り組みが必要と考えら
れる。

郷土資料館は、本館及び
豊原分館の整備方針を
検討し、老朽化に対処す
ることが必要となります。
文化財については、奥行
地区には交通遺跡が集
中していることから、これ
らの文化財を地域の活性
化に活用する方策を検討
して整備を進める必要が
あります。ヤチカンバは
国の天然記念物指定を
目指して調査を進め、保
護方策を講じることが求
められます。また、文化
財保護法の改正に伴い、
文化財保存・活用に関す
る総合的な計画である
「文化財保存活用地域計
画」を策定することが重
要となります。
文化祭に関しては、サー
クル数の減少や会員の
高齢化、活動内容の固定
化に伴い、新しいサーク
ルの発掘や新たな種目を
提示する講座の開催等
が必要な状況となってい
ます。また、現行団体に
対して、継続的に活動が
展開されるよう積極的に
支援を行う必要がありま
す。
生涯学習センターの建
設・運用を控え、今後実
施される芸術・文化の鑑
賞にも大きな期待がある
ことから、今まで以上に
町民のニーズに即したイ
ベント・講座等を実施する
ことが課題となっていま
す。また、芸術文化に触
れる・学べる機会を増や
すため、近隣市町や関係
団体等と連携しながら、
芸術文化の講演等の鑑
賞支援を拡充する必要が
あります。

地域に根ざした文化の継
承と個性あふれる文化の
創造に向け、町民主体の
芸術・文化活動を一層推
進するとともに、貴重な文
化財に対する理解を深
め、保存・活用を進めま
す。

① 芸術・文化施設
の整備充実

生涯学習センターの建設を進め、
その運用方法について検討しま
す。郷土資料館は、本館及び豊原
分館の整備方針を検討し、老朽化
に対処します。

郷土資料館
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基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

（５）スポーツの振興
① スポーツ施設

の整備充実・有
効活用

特に大きな設備を伴う町民温水
プールをはじめ、老朽化が進んで
いる施設の改修計画を策定し、順
次計画的な改修等を行い、利用の
促進と拡大を進めます。

生涯学習課
スポーツ施設の

利用者数
（人）

161,000 161,000 147,868 121,900 108,141 120,426 127,020 129,569
B（ 75％
程度 ）

第７次別海町総合計画に基づき利用者が
継続的に施設を利用出来るように整備を
行っている。令和５年度と比較して3千人
の増加傾向ではあるが、コロナ禍前の利
用者数には戻っていない。

施設利用実績は把握しているが、広域な
町内の各地域的な事情を考慮すると直に
施設の減築とはならない。しかし、施設の
老朽化に伴う維持費増額や人口減少から
利用率の低下などが想定され、町内に点
在する類似施設の整理が必要だと思われ
る。

② 多様なスポー
ツ活動の普及
促進

屋外施設を利用した健康づくりプロ
グラムを実施するため、町民のニー
ズの収集や情報提供を行います。
また、手軽にできる軽スポーツや
ニュースポーツの普及と紹介を随
時実施し、スポーツ人口増加に向
けた取組を推進します。 生涯学習課

健康づくり事業
への参加者数

（人）
900 900 663 668 622 660 808 661

B（ 75％
程度 ）

令和６年度は荒天による教室が２回中止
になったことにより令和５年度から減少す
ることとなった。

スポーツ人口が減少する中、新しい企画
（教室）の取り組みが必須である。個人で
時間の設定なく実践報告型の事業など検
討協議したい。

スポーツ少年団
の指導者数

（人）
170 170 161 158 155 140 110 111

B（ 75％
程度 ）

スポーツ協会の
会員数
（人）

970 970 919 884 825 764 688 690
B（ 75％
程度 ）

④ スポーツイベン
トの充実

スポーツセンター指定管理者と連
携し、町民のニーズに合わせたス
ポーツ教室等を開催するとともに、
広く情報提供ができるように広報・
啓発活動を強化し、参加を促進しま
す。

生涯学習課
指定管理者の
主催事業数

（回）
5 6 4 5 4 6 7 7

A（ ほぼ
100％ ）

令和５年度同様に７事業を実施することが
できた。
高齢者から子供まで参加できるよう指定
管理者が創意工夫を凝らしている。

今後も町民のニーズを把握しながら、指
定管理者と連携を図り検討する。

生涯学習課

パイロット
マラソン

参加者数
（人）

1,600 1,600 1,481 0 0 1,116 1,069 1,287
B（ 75％
程度 ）

第46回大会から、小学1年生から3年生と
伴走者を対象にした「2.195㎞」部門を新た
に設定したことにより、参加者が増加し
た。今後も参加者増に向けた新たな取組
等を検討していきたい。

今後もレース中に会場に人が滞留するイ
ベントを企画し、ランナーの家族や町民も
楽しめる運営を行う。

商工観光課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ -
B（ 75％
程度 ）

令和6年度から7年度にかけて、宿泊先自
体は増加の予定として進捗している。
一方で食事の提供など多様化する宿泊
ニーズの中で、スポーツ合宿の仕様を満
たすことが難しい状況が生じている。

仕様として、スポーツ合宿が適さない宿泊
施設が増加傾向にあり、一義的に需給バ
ランスが整った状態にはない。
観光・ビジネス利用での宿泊先が増加す
ることで、どのように変化するのか引き続
き観察する必要がある。

全ての町民がそれぞれ
の体力や年齢に応じてス
ポーツを楽しみ、健康づく
りとスポーツ交流による
活力ある地域づくりにつ
なげられるよう、活動の
場と機会の充実に取り組
みます。

③ スポーツ団体、
指導者の育成
と強化

体育協会やスポーツ少年団等の各
種スポーツ団体が交流できる機会
の充実を図り、競技の枠を超えた
理論の共有と各団体の活発化を促
します。また、競技力向上セミナー
等を開催し、競技者と指導者の意
識を向上します。

生涯学習課

令和６年度は競技力向上セミナーを自主
事業として１回、委託主催事業として２回
実施することにより、指導者の育成と指導
者間の連携と交流を図った。また、スポー
ツセンター祭りでは、スポーツ協会やス
ポーツ少年団などの各種団体が交流し充
実を図った。

スポーツ少年団員やスポーツ協会員が減
少しており、今後の増加は見込まれない。
しかし、近年、世界で活躍する別海町出身
者が多く輩出されおり、各少年団やスポー
ツ協会の活動は必要だと再認識してい
る。
今後も競技力向上セミナーなど開催し、今
まで以上に質の高い指導スキルの取得、
事業を展開していきたい。

⑤ スポーツによる
まちづくり・交
流活動の促進

スポーツ合宿受入協議会への支援
や、施設整備等による機能の向上
を図り、誘致活動を強力に推進す
るとともに、宿泊施設の確保やその
方法についても検討します。また、
「別海町パイロットマラソン」を通じ
て、全国へ本町のＰＲを行い、ス
ポーツによるまちづくりを促進しま
す。

スポーツ施設数が多いた
め、改修計画を定め、順
次改修等を実施すること
が求められています。ま
た、人口減少や少子化、
高齢化によるスポーツ人
口の減少が進む中、競技
者や指導者の確保と育
成が大きな課題となって
います。
町民体育館、温水プール
などの屋内施設の利用
者数は増加傾向にあるも
のの、屋外施設において
は減少傾向にあることか
ら、今後は屋外施設を利
用した健康づくりプログラ
ムを実施するため、ニー
ズの収集や情報提供を
図る必要があります。ま
た、申込数が少ない事業
や年々申込数が減少傾
向にある事業もあること
から、事業内容について
見直しを行うとともに、広
報・啓発活動を強化し、ス
ポーツ人口の底上げを図
る必要があります。
スポーツ少年団や、体育
協会の会員数は少子化
や高齢化により、年々減
少し始めており、活動に
支障を来している団体も
増えていることから、指導
者の育成や支援ととも
に、町民へのスポーツの
生み出す効果や魅力を
発信することが今後の課
題となっています。
パイロットマラソンの参加
者数は、全国のマラソン
ブームが落ち着き、横ば
い状況にあります。そこ
で、町のＰＲを兼ねたまち
ぐるみのおもてなしによっ
て、一層ランナーに喜ん
でもらえる、ランナーの気
持ちに立った「あったかい
マラソン」を目指し、参加
者の確保を図る必要があ
ります。
また、減少が続く宿泊施
設の確保は、パイロットマ
ラソンだけでなく、スポー
ツ合宿の誘致においても
大きな課題であり、別海
町スポーツ合宿受入協議
会や別海町観光協会等
と連携して、宿泊先の確
保やその方法について検
討するほか、観光と組み
合わせたスポーツ大会や
合宿誘致も考える必要が
あります。
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基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

⑥ スポーツを通し
たふるさと学習
と郷土愛の育
成

競技の技術向上だけに固執するこ
となく、スポーツを通して地域の歴
史や文化、自然に触れる機会を創
出するとともに、積極的にボラン
ティア活動への参加も促進します。
また、各取組を通じて、ふるさとを
知ってもらい、郷土愛を育みます。 生涯学習課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

E(未実
施）

各種スポーツ事業を行うことで、ふるさとを
知り、郷土愛を育むことにつながるものと
考えるが、具体的な事業は行っていない。

ふるさとを知り、郷土愛を育むことにつな
がる具体的な事業は行っていない。また、
スポーツを通してのボランティア活動も行
うことができなかったことから、今後におい
ては内容も含めて検討が必要である。

（６）交流時代への対応

友好都市への
訪問人数

（人）
70 80 37 2 8 47 7 48

A（ ほぼ
100％ ）

友好都市からの
訪問人数

（人）
20 30 24 7 8 9 27 14

A（ ほぼ
100％ ）

友好都市間の
連携事業数

（事業）
11 12 8 4 4 8 8 8

A（ ほぼ
100％ ）

地域創生課
ふるさと納税

寄附件数
（件）

4,000 6,000 2,789 9,950 195,986 478,925 923,043 1,035,908 
A（ ほぼ
100％ ）

返礼品の拡充や特産品の魅力をPRしたこ
と等により目標を達成した。

今後も本町の魅力や特産品を全国の多く
の寄附者に周知することで、関係人口の
増加につなげていく。

地域創生課
移住体験施設
利用者数（人）

15 20 0 0 0 14 18 32
A（ ほぼ
100％ ）

令和６年度は13組32人が利用した。
移住フェア等へ参加し、ＰＲを行ったことに
より、移住定住に向けた取り組みがなさ
れ、目標を達成した。

別海市街地の移住住宅だけではなく、西
春別駅前の空き室公住を活用し、更なる
利用促進と移住・定住に繋げていく取組
が必要である。

商工観光課
スポーツ合宿
受入チーム数

（団体）
18 20

12
（延べ21）

5
5

（延べ7）
3

（延べ5）
5

（延べ7）
5

（延べ7）
B（ 75％
程度 ）

令和6年度から7年度にかけて、宿泊先自
体は増加の予定として進捗している。
一方で食事の提供など多様化する宿泊
ニーズの中で、スポーツ合宿の仕様を満
たすことが難しい状況が生じている。

仕様として、スポーツ合宿が適さない宿泊
施設が増加傾向にあり、一義的に需給バ
ランスが整った状態にはない。
観光・ビジネス利用での宿泊先が増加す
ることで、どのように変化するのか引き続
き観察する必要がある。
また、多様なスポーツ競技の受け入れに
ついても、体育施設の整備と併せて検討
する必要がある。

枚方市とは、長い交流の
歴史を経て、人材育成、
担い手対策、物産事業な
ど幅広い交流活動を展開
してきました。同様に、名
護市、四万十市との交流
を活性化させることで、自
治体経営の新たな気づき
や多様な視点を持った人
材育成、経済活動のきっ
かけとなる物産交流な
ど、新たな取組の創出が
求められています。
大学ゼミ合宿について
は、そのときの経済効果
だけでなく、研究内容を
振興策として活用できる
ような連携体制を構築す
る必要があります。
スポーツ合宿の受入に関
しては、今後も力を入れ
る必要がある一方で、合
宿実施時期と観光シーズ
ンが重なるため、宿泊施
設の確保や宿泊方法の
検討が必要になるととも
に、町民に対して合宿の
情報を発信し、活動への
理解を深め、受入環境整
備の協力が得られるよう
な取組が必要となってい
ます。
また、ふるさと納税を契
機とした交流人口をより
効果的に増加させるため
には、寄附者との交流会
を開催するなど、地域と
継続的なつながりを持つ
機会を提供することが重
要となっています。
移住の促進については、
移住プロモーション活動
を継続するとともに、空き
家等を活用した移住体験
施設を整備することが求
められています。

国際化時代、交流時代に
対応した人材や地域づく
りに向け、地域間交流、
国際交流等さまざまな活
動を推進し、交流人口を
増加させることにより、町
の情報発信や地域の活
性化につなげます。

① 友好都市提携
等を結ぶ各都
市との交流の
推進

各都市（枚方市、四万十市、名護
市、別海町）で開催する友好都市
サミットを生かし、施策等の情報交
換を行い、本町の行政運営に活用
するほか、住民間での交流や連携
を深めていきます。

地域創生課

令和６年度は、別海町産業祭友好都市グ
ルメフェアの開催、友好都市物産展への
参加により相互の交流が図られた。

相互の関係性を活かし、新たな交流方法
の模索が求められる。

② 多様な交流・連
携の展開

大学ゼミ合宿の誘致活動を継続的
に行い、地域資源を生かした交流・
連携を行います。スポーツ合宿受
入協議会への支援や、施設整備等
による機能の向上を図り、誘致活
動を積極的に推進します。
また、「別海町ふるさと応援制度」を
推進することで、ふるさと納税を契
機とした交流人口の増加を図るとと
もに、移住促進を図るため、移住体
験施設の整備等を推進します。

25 / 36 ページ



第5章・安全に、安心して住み続けられるまち

第７次別海町総合計画（令和６年度）達成状況確認シート
現状（Plan/Do）　 点検・評価・方針（Check/Action）　

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

第５章 安全に、安心して住み続けられるまち　　　～　うるおいのある　快適な居住環境づくり　～
（１）まちづくり景観と市街地活性化
「別海町市街地活性化計
画」における別海地区に
ついては、これまでに策
定した計画等に基づき整
備を進めながら、計画の
見直しも含めて活性化策
を検討する必要がありま
す。また、本町は市街地
が点在していることから、
今後は各地域の整備計
画についても検討が必要
となっており、自然環境や
特色などを生かした美し
い景観づくりを進めること
が求められています。

豊かな自然環境を生かし
た景観づくりと安全・安心
な地域の構築により町民
の質の高い生活を維持
するとともに、市街地活
性化につなげるため、商
業や教育、防災等の各分
野と整合性をとりながら
市街地整備を推進しま
す。

① 景観に配慮し
たまちづくり整
備の推進

まちづくりの活性化のため、各地域
の市街地整備など、まちづくり整備
を進めます。

総合政策課

暮らしやすさに
満足している
町民の割合

【まちづくりアン
ケートによる】

（％）

55 60 ‐ ‐ ‐ ‐ 56.9 ‐
E(未実
施）

令和6年度において満足度調査は実施し
ていない。

見直し後の総合計画に基づき、満足度向
上に向け、全庁的な共通認識を図りなが
ら、各種施策を着実に推進する。

（２）住宅・宅地の整備
① 公営住宅等の

計画的な整備
充実

「別海町公営住宅等長寿命化計
画」に基づき、計画的に改善や維
持管理を実施することで、既存の公
営住宅等の質の向上と住宅の長寿
命化を進めます。また、「住宅セー
フティネット制度」等の活用検討を
進め、民間事業者と連携し、住宅確
保要配慮者の住生活の安定確保
に向けて取り組みます。

建築住宅課

公営住宅等の
長寿命化
改修棟数

【期間累計】
（棟）

19 27 1 2 4 7 9 11
C（ 50％
程度 ）

概ね計画どおりに改善工事及び維持管理
を実施している。

長寿命化計画を見直し、今後も計画的な
改善や維持管理により、公営住宅の質の
向上と長寿命化を進める。

地域創生課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

令和６年度は13組32人が利用した。
移住フェア等へ参加しＰＲを行ったことに
より、移住定住に向けた取り組みがなさ
れ、目標を達成した。

別海市街地の移住住宅だけでなく、西春
別駅前の空き室住宅を活用し、更なる利
用促進と移住・定住に繋げていく取組が
必要である。

人事財産課
町有宅地分譲数

【期間累計】
（区画）

5 20 0 0 0 0 0 0
D( 25％
程度 ）

新たなまちづくりを推進するため、町内数
か所において、「地域活性化拠点構想」を
策定中である。そのため、総合的な調整
を要するため、分譲に限定しない未利用
地の活用方法を構想を中心に再検討す
る。

洗い出した活用見込みのない未利用地の
ほかに、解体を予定している公共施設跡
地を含めた未利用地について、最も効果
的に町民全体の利益や地域活性化に資
するよう、町のまちづくり計画等において、
検討する必要がある。

主要施策 内容

公営住宅等については、
「別海町公営住宅等長寿
命化計画」に基づき、既
存公営住宅等の長寿命
化や居住性向上のため、
ライフサイクルコストの縮
減と事業費の平準化を図
りながら、いかに的確な
手法を用いて改善又は維
持管理を行うかが課題と
なっています。
民間住宅については、大
地震による家屋倒壊の危
険性と耐震化の重要性に
ついて、町民に理解を深
めてもらうとともに、「別海
町耐震改修促進計画」に
基づく既存住宅の耐震診
断や耐震改修を促進させ
るため、「耐震診断等費
用補助金交付制度」の活
用を促し、低耐震性能住
宅の改修、建て替え、除
却により、大地震が発生
した場合の家屋の倒壊被
害等を未然に防ぐ取組を
推進する必要がありま
す。
空き家対策については、
所有者自らが空き家に対
する適切な管理を行う必
要があります。このため、
「別海町空家等対策計
画」に基づき、空き家に関
する理解と管理意識の高
揚を目的に、空き家再生
等利活用に関する情報
の発信や啓発を行う必要
があります。また、放置空
き家や危険空き家の発生
を抑制するため、解体を
含めた支援も検討する必
要があります。
さらに、2017年度（平成
29年度）に国が、今後増
加の見込まれる高齢者
世帯など住宅確保要配
慮者の住生活の安定確
保と空き家活用等のため
に、「住宅セーフティネット
制度」等を創設したことに

公営住宅等の計画的な
改善や維持管理を実施
し、長寿命化を進めるとと
もに、地震による住宅倒
壊被害等を未然に防ぐ取
組を進めます。また、官
民連携による住宅の供給
や空き家の適正な管理と
再生利活用を促進し、安
全・安心で快適な住まい
づくりに向けた支援や住
みよい住宅地の提供を進
めます。

② 住みよい住宅
地の提供

未利用地の中に住宅地として分譲
可能な土地がないか検討します。
また、「耐震改修促進計画」に基づ
いて、耐震診断及び耐震改修を促
進します。さらに、空き家等の発生
抑制のため、所有者への情報発
信・意識啓発や利活用・解体補助
等の支援に向けた施策を進めま
す。また、関係部署が連携し、移住
定住施策や危険空き家等への対
応に向けて取り組みます。
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基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

建築住宅課
個人住宅の
耐震化率

（％）
95 100 66.4 67.1 67.5 80.5 80.8 81.1

B（ 75％
程度 ）

平成３０年度に補助制度の内容を拡充し、
ダイレクトメールによる制度周知や耐震セ
ミナーの開催も実施したが、補助金の活
用実績は中々増えていない。

耐震化率の目標値である９５％を達成す
るには非常に厳しい状況にあるが、令和
５年３月に新たに策定した「別海町耐震改
修促進計画」に定めた各種施策を確実に
実行し、少しでも目標値に近づけるよう努
めていく。
また、今年度から地域おこし協力隊を採
用し、耐震化についての周知を徹底して
いく。

制度」等を創設したことに
伴い、民間事業者と連携
した民間賃貸住宅の供給
や、民間住宅を活用した
住宅確保要配慮者の住
生活の安定確保に向け
た取組を検討することも
必要となります。
住宅地の提供に関して
は、策定した「別海町ま
ち・ひと・しごと創生総合
戦略」の精査、見直しを
継続して実施し、各種事
業を促進することが重要
となっています。また、既
に分譲中の町有宅地、残
り６区画の早期売却を図
るとともに、未利用地の
中で分譲可能な土地を把
握し、新たな住宅地分譲
を検討することが必要と
なっています。
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基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

（３）道路・交通網の整備
① 国道・道道の整

備
地域高規格道路の未施工区間の
早期着手を目指し、関係機関へ積
極的に要請を行います。

事業課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

釧路根室管内の自治体により構成される
「釧根トライアングル整備構想連絡会議」
が主体となり地域高規格道路の早期整備
について国、道に対し要請を行っている。

釧路根室管内の自治体により構成される
「釧根トライアングル整備構想連絡会議」
が主体となり地域高規格道路の早期整備
について国、道に対し要請活動を行って
いる。

管理課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

道路パトロール及び担当職員が現地を確
認し、路面状況の把握に努め、適正な時
期にグレーダー等による路面整正を行っ
ている。

道路パトロール及び担当職員が現地を確
認し路面状況の把握に努め、適正な時期
にグレーダー等による路面整正を行って
いる。

事業課

町道等の舗装化
延長

【期間累計】
（km）

20 40 3.9 9.1 13.7 18.5 20.2 22.8
A（ ほぼ
100％ ）

市街地、郊外地の砂利道は各種補助事
業を活用し、住宅の張り付き戸数が多い
路線から順次改良舗装工事を行い、砂塵
防止や冬期間における除雪の効率化が
図られている。

町道の舗装化は順次行っているが、近年
の物価及び人件費の上昇や河川を跨ぐ
施工のため１ｍあたりの単価が上昇して
おり進捗に影響を及ぼしてきている。その
ため、単価上昇に伴い予算額の増額も必
要になってくる。

管理課

舗装道路を補修
する延長

【期間累計】
（km）

7.0 14.0 1.1 2 2.7 3.8 6.6 9.6
A（ ほぼ
100％ ）

車道部における舗装改修によって安全な
車両の通行が図られた。

今後さらに道路施設の老朽化が進行する
ことが予想される。維持管理予算は、現状
でも不足しており、ストックの増大とともに
その不足の程度は一層著しくなることか
ら、財源の確保及び補修時期や工法など
優先度や事業規模を考慮した上での調整
が必要である。

事業課
補修する橋梁数

【期間累計】
（箇所）

31 55 5 12 20 22 23 24
B（ 75％
程度 ）

概ね計画どおりの進捗状況となったが、
新しく補助事業が創設され、予防保全に
関する補修工事の採択が困難となったた
め、今後進捗状況に遅れが生じることも見
込まれる。

概ね計画どおりの進捗状況となったが、
新しく補助事業が創設され、予防保全に
関する補修工事の採択が困難となったた
め、今後進捗状況に遅れが生じることも
見込まれる。

④ 公共交通機関
の充実

地域生活バスは、民間バス路線と
の接続等により利便性を向上させ
るとともに、更新時には、人や環境
に優しいノンステップバスを導入し
ます。また、公共交通空白地区に
おける交通弱者の移動手段を充実
させます。

総務防災・基
地対策課

ノンステップバス
の導入割合

（％）
100 100 75 100 100 100 100 100

A（ ほぼ
100％ ）

令和２年度で、各路線のノンステップバス
の導入が完了し、高齢者等の利用者が乗
降する際の負担軽減が図られている。

今後も、地域生活バスの更新は、ノンス
テップバスを導入する。
定期利用者の減少により、更新時にバス
の規模を検討する必要がある。

地域高規格道路の整備
は、他市町との交流や産
業の発展に非常に重要
な役割を担っており、未
施工区間の早期着手や、
その他国道、道道の維持
補修等も含め引き続き国
と北海道へ要請すること
が重要となっています。
町道等の整備について
は、住宅の張り付き状況
等を考慮し、未舗装路線
の削減に向けて引き続き
改良舗装工事を進める必
要があります。これに併
せて今後増加が見込ま
れる老朽化した道路施設
の対策として、橋梁の延
命化を主体とした修繕や
舗装道路の改修等を効
率的に継続して進める必
要があります。また、近年
多発する異常気象による
夏季の大雨や冬季の暴
風雪などに臨機な対応が
求められています。特に
冬期間の通行を確保する
上で、継続した除雪体制
の維持や防雪対策施設
の設置なども必要となっ
ています。
さらに、公共交通空白地
区に居住する運転免許
証を保持しない交通弱者
の移動手段を充実させる
ことが重要となっていま
す。

広域的アクセスの向上と
各地域間の連携強化に
向け、安全性の確保・利
便性の向上を目指した道
路網の整備と補修等によ
る維持管理を進めるとと
もに、町民の身近な公共
交通機関を充実させま
す。

② 町道の整備 市街地、郊外地を含め住宅等張り
付き状況に応じ改良舗装工事を計
画的に実施します。

③ 安全で安心な
道づくりの推進

舗装道路や橋梁など、老朽化施設
の補修を計画的に実施し、安全・安
心な道づくりを進めます。
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基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

（４）水道の整備
① 計画的な水道

施設の整備
水道施設の改築・更新に向けて関
係機関との協議を進めるとともに、
計画的かつ効率的な整備と長寿命
化に取り組みます。

上下水道課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
D( 25％
程度 ）

国営事業の別海北部地区において配水
管路の改修等を実施中である。
道営事業による水道施設の改築・更新に
向けて関係機関との協議を進めた。

引き続き、水道施設の改築・更新に向け
て関係機関との協議を進める。

② 水道事業の健
全運営

アセットマネジメントや水需要の検
討を引き続き行うとともに、状況の
変化に応じ、「別海町水道事業ビ
ジョン」の見直しを行います。

上下水道課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
C（ 50％
程度 ）

各種計画の見直しについて検討した。 引き続き、経営戦略の策定及び水道ビ
ジョンの見直しを実施する。

③ 水道水の水質
管理

水質検査の結果を町のホームペー
ジで公表するとともに、別海浄水場
の改築・更新に合わせた、高度浄
水処理施設の機能増設を検討しま
す。

上下水道課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
D( 25％
程度 ）

別海浄水場更新計画において浄水処理
方法についても検討中である。
定期的な水質検査を実施し、その結果は
町ホームページにて公表している。

別海浄水場の改築・更新に併せ、高度浄
水処理施設の機能増設を検討する。

④ 災害対策の強
化

「危機管理マニュアル」の適時更新
を行うとともに、災害に強い水道施
設の整備を進めます。

上下水道課
管路の耐震

適合率
（％）

15.0 16.0 14 14 14 14 14 14
E(未実
施）

危機管理マニュアルは必要に応じて随時
更新を行っている。

引き続き、危機管理マニュアルは現状に
合わせ適時更新を行い、さらに具体的か
つ詳細なマニュアルの整備を検討する。

（５）下水道の整備
① 公共下水道事

業の推進
計画区域の見直しを行い、整備手
法を検討します。また、計画的な処
理場の機器などの改築・更新を行
うとともに、浸水対策を検討します。 上下水道課

汚水処理
人口普及率

（％）
88 92 85 86 87 88 88 87

A（ ほぼ
100％ ）

終末処理場の機器改築・更新事業を実施
中である。
浸水対策についても実施中である。

今後も継続して施設の更新及び維持管理
を行う必要がある。
水洗化されていない住宅等へ接続を促進
し、水洗化率を向上させる。

② 農業・漁業集落
排水事業の推
進

計画的な処理施設の機器などの改
築・更新や機能強化を行います。

上下水道課
汚水処理

人口普及率
（％）

88 92 85 86 87 88 88 87
A（ ほぼ
100％ ）

排水処理施設の更新工事及び管路施設
の維持管理を実施した。

今後も継続して施設の更新及び維持管理
を行う必要がある。
水洗化がされていない住宅等へ持続を促
進し、水洗化率を向上させる。

③ 合併処理浄化
槽の設置促進

合併処理浄化槽設置補助金の交
付対象者へ、広報紙やホームペー
ジ等により啓発し、設置を促しま
す。

上下水道課

合併処理浄化槽
設置数

【期間累計】
（基）

150 300 24 43 55 68 75 79
C（ 50％
程度 ）

合併処理浄化槽設置補助金の交付を行
い、設置を促進している。交付対象者へ個
別訪問を行い、浄化槽の維持管理方法等
について説明を行っている。

引き続き、合併処理浄化槽設置補助金の
交付を行い、設置を促進する。

④ 下水道事業の
健全運営

「別海町下水道事業経営戦略」で
定めた今後の方向性に沿って健全
な運営を行うとともに、公営企業会
計の適用について、移行の検討を
継続して行います。

上下水道課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

地方公営企業法適用が完了した。 地方公営企業法適用が完了した。

現在、国営事業において
配水管路の改修等を実
施中であり、今後も水道
施設の改築・更新に向け
て関係機関と協議を進め
ることが重要となっていま
す。
本町の水道事業経営は
安定しているといえます
が、今後、浄水場などの
水道施設の改築・更新及
び耐震化に係る事業費
の増加が懸念されます。

将来にわたり安全・安心
な水を安定的に供給でき
るよう、計画的かつ効率
的で災害に強い施設整
備

を行うとともに、水道事業
の健全運営を進めます。

今後は、全町水洗化の早
期実現のため、整備区域
や整備手法を見直す必
要があります。
公共下水道事業は「ス
トックマネジメント計画」、
農業集落排水事業は「最
適整備構想」、漁業集落
排水事業は「機能保全計
画」を策定し、計画的な改
築・更新を行うとともに、
既に供用を開始している
地域においては、水洗化
がされていない住宅等へ
の接続の促進を図る必
要があります。また、近年
増加する大型の台風など
による大雨時の浸水対策
についても、検討すること
が求められています。
下水道事業は、公営企業
会計の適用について、努
力義務が課せられている
ため、今後も継続して公
営企業への移行を検討
し、より一層の健全経営
を進めることが重要と
なっています。

地域特性に応じた効率的
で適正な施設整備を推進
し、公共用水域の水質保
全と、衛生的で快適な生
活環境の確保に向けた
事業を進めるとともに、下
水道事業の健全運営を
推進します。
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第5章・安全に、安心して住み続けられるまち

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

（６）地域情報化の推進

高速無線通信
事業加入件数
【期間累計】

（件）

25 50 0 0 0 0 0 0
D( 25％
程度 ）

公衆無線ＬＡＮ整
備箇所数

【期間累計】
（箇所）

3 7 0 2 7 11 11 11
A（ ほぼ
100％ ）

町ホームページ
へのアクセス数

（件）
190,000 200,000 348,232 841,228 1,149,397 1,472,228 1,067,415 1,486,523

A（ ほぼ
100％ ）

町ＳＮＳ
フォロワー件数

【期間累計】
（件）

1,000 2,000 901 1,606 1,836 2,612 2,833 6,909
A（ ほぼ
100％ ）

③ 情報化に対応
した人材の育
成

情報化に対応した人材の育成に向
けて、職員を対象に情報セキュリ
ティに関する研修を実施します。ま
た、サイバー防御など専門分野へ
の研修参加を促進します。 情報広報課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

A（ ほぼ
100％ ）

マイナンバー事務を所管する職員向けの
リモート研修を実施し、職員のデジタルリ
テラシーの向上を図った。また、情報広報
課職員のセキュリティ研修への参加によ
り、サイバー攻撃対策へのリテラシーを高
めた。

継続的に職員が参加できるよう研修会を
実施していきたい。

④ 情報セキュリ
ティ対策の強化

サイバー攻撃等による脅威に対抗
するため、国の方針を基にした情
報セキュリティ対策を強化します。 情報広報課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

A（ ほぼ
100％ ）

総務省が示す強靭化対策が実施されてい
る。

国が示す基準等に変更があった場合、そ
れに基づいた対策を講じる予定。

（７）消防・救急体制の充実
① 常備消防・救急

体制の充実
老朽化した消防施設設備の補修を
行うとともに、消防車・救急車の計
画的な導入や更新、多種多様化す
る災害に対応する訓練及び研修に
より、消防力を強化します。

別海消防署 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

物価高等や車両更新計画に一部変更が
あったものの、適切に処理、訓練について
も、複雑多様化する災害に対応するた
め、従来の火災対応だけでなく、地震、風
水害、救急救命など、様々な状況を想定
した訓練を広範囲かつ深度をもって実施
する。

消防局庁舎、消防団施設等を対象に、建
築物の維持管理に関する法令等の遵守、
適正な保守点検、修繕、改修等を行うこと
で事故を防止し、職場環境の安全性及び
衛生性の向上を図ります。職員に対し各
種研修による消防技術の向上や資格取
得を推進し、消防力の充実を目指す。

② 消防団の活性
化

消防団の活性化に向けて、消防団
員の入団促進の強化を図るほか、
各分団において計画的な訓練を実
施し、団員の資質向上に取り組み
ます。

別海消防署

消防団訓練
実施者数

【期間累計】
（人）

10,000 20,000 2,467 3,878 4,961
6,474

9,268 12,186
A（ ほぼ
100％ ）

年々消防団員数が減少していく中でも、目
標としている訓練実施者数を維持している
状態であり、各種訓練に対し団員一人ひ
とりの消防団員活動への意識の高さが見
られる。

消防団は、地域防災の中核的な存在とし
て、消火活動や水防活動をはじめ、大規
模災害時における住民の避難誘導や災
害防御など重要な役割を担っているが、
団員数が年々減少しており、地域の防災
力・水防力の維持・強化には、地域住民
の消防団活動の理解と活動への参加促
進を図る必要がある。

今後も情報化は進展し、
人や地域をつなぎ、産業
発展のため、情報システ
ムはより一層重要な役割
を果たすことが予想され
ます。こうした中で、現在
の高速無線通信環境で
は、通信速度に不便を感
じている町民もいることか
ら、通信速度の改善に向
け、通信環境等の整備や
公共施設への公衆無線Ｌ
ＡＮ（Ｗｉ-Ｆｉ）の整備拡充
が求められています。
また、住民サービスの向
上や行政の効率化に向
けて、電子申請システム
の活用方法について周
知を図るほか、マイナン
バーカードを活用した住
民票のコンビニ交付シス
テムの導入、ホームペー
ジやＳＮＳの効果的な活
用や、新たなサービス創
造による経済の活性化が
期待されオープンデータ
についても検討する必要
があります。
今後も、町民の情報を保
護するためにも情勢を注
視しながら、更なるセキュ
リティ対策の実施につい
て検討する必要がありま
す。

情報基盤の更なる拡充
や情報システムの利活用
を通して、町民生活の向
上と地域活性化を進める
とともに、町民の情報を
保護するためのセキュリ
ティ対策を推進します。

① 町全体の情報
化の推進

通信速度の改善に向け、通信環境
等の整備を進めます。

情報広報課

光ファイバ整備事業が完了し、令和4年7
月から町内全域で光サービスの供用が開
始されたことに伴い、「高速無線通信事
業」については、令和4年度をもって廃止
することとした。
公衆無線LAN整備については令和2年度
に保健センター、老人保健施設を整備し、
令和3年度に役場本庁舎全フロア、図書
館、生涯学習センター、交流館ぷらと、野
付半島ネイチャーセンターの5施設の整備
が完了し、令和4年度は西春別支所、尾岱
沼支所、西公民館、東公民館でフリーWi-
Fiを利用できるよう整備を進めた。

光ファイバ整備事業が完了し、令和4年7
月から町内全域で光サービスの供用が開
始されたことから、町が整備した光ファイ
バ利用者数の目標数値を設定するなど
し、利用促進を図っていきたい。
公衆無線LAN整備については、施設所管
部署と整備の必要性と整備後の維持管理
費等を確認しながら整備計画を立てていく
必要がある。また、ネットワークの使用に
よりログインユーザー数が制限される現
象が発生しているため、令和7年度中に設
定変更を行い、解消を図る予定である。

② 電子自治体の
構築

リニューアルした町ホームページの
更なる充実や活用を進めます。ま
た、住民サービスの向上や行政の
効率化に向けて、電子申請システ
ムの構築を推進します。

情報広報課

令和6年度は町公式LINEアカウントを充実
させるため、情報公効果でメッセージ作
成・配信を一元化し、訴求力の高いメッ
セージ配信を行った。また、町ホームペー
ジガイドラインに沿った記事の公開のた
め、情報広報課で記事の作成・公開を一
元管理することにより、外部から閲覧しや
すく、効果的な情報発信を行えるように
なった。

町ホームページ・LINEからの問い合わせ
対応に対し、回答をスムーズに行える仕
組みの導入を検討する。

消防車、救急車や消防水
利等各施設設備の老朽
化が進んでいることから、
計画的に整備を進める必
要があることや、沿岸地
区については、尾岱沼地
区消防体制強化推進計
画に基づく職員配置な
ど、消防・救急体制の充
実強化を図る必要があり
ます。
また、消防団員の高年齢
化が進んでおり、更なる
団員確保や後継者への
技術の伝承が急務となっ
ています。
町民の安全や生命を守
るため、各種応急処置に
関する情報の周知や講
習会等を積極的に開催
し、救命率の向上を図る
必要があります。また、近
年増加している外国人労
働者に対しては、自国と
日本の防火・救命方法等
の違いにより混乱が生じ
ないように、理解を求める
必要があります。

常備消防・救急体制の充
実や消防団の活性化を
進めるほか、火災予防や
救急救命に関する知識を
町民に普及・啓発するこ
とで、総合的な地域消防
力を強化します。
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第5章・安全に、安心して住み続けられるまち

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

救急救命講習会
受講者数

【期間累計】
（人）

4,200 8,500 657 780 1,029 1,406 2,225 3,349
B（ 75％
程度 ）

前年度よりも受講者数が増加、内容につ
いても教育機関ではエピペンを実施する
など各依頼先に沿った内容を提供するこ
とで需要を増やしていった。

救命講習を再受講することで知識やスキ
ルの更新を促したり、従来の救命講習の
内容のほか、熱中症などの季節性疾患等
への対応も組み込み、興味を持ってもらう
よう町民に広く周知する。

防火講習会
受講者数

【期間累計】
（人）

1,100 2,200 243 243 243 249 337 413
D( 25％
程度 ）

前年度同様に受講者数が減少傾向にあ
る。

防火講習自体の存在を広く知ってもらうた
め、各種イベントや行事へ積極的に赴き
開催したり、小・中・高学校で開催し若い
世代への火災予防の知的普及をも継続し
て行っていきたい。

（８）防災対策の推進
① 総合的な防災

体制の確立
「別海町地域防災計画」に基づき、
避難場所等の周知、防災施設の整
備充実、公共施設の耐震化、緊急
時の情報通信体制の充実を行いま
す。また、関係機関や民間企業と
の連携を強化し、災害時の協力体
制を充実します。

総務防災・基
地対策課

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

防災訓練や防災出前講座を通じて、自
助・共助・公助など防災・減災対策の考え
方や災害への備えなど防災知識の普及
や防災意識の向上に努めた。

引き続き、備蓄資機材の計画的な更新や
災害協定による民間企業との連携など、
防災体制の強化を図っていく。

② 地域での防災
力の強化

「ハザードマップ」や「防災マップ」の
情報更新及び積極的な配布によっ
て、啓発・情報提供の充実に取り組
みます。また、自主防災組織育成
事業について周知することで組織
の結成を促進し、地域ぐるみの防
災体制を確立します。

総務防災・基
地対策課

自主防災組織
結成率
（％）

80 100 62 81 81 82 82 82
A（ ほぼ
100％ ）

自主防災組織や関係機関と連携した防災
訓練について、市街地形成されている多く
の地区で実施。また、北海道防災総合訓
練に併せ、別海町防災訓練(フルスペック
型)を実施。

自主防災組織等結成率について、町内全
域では82％であるが、町指定避難所のあ
る地域では100％であることから、組織の
主たる活動である「災害初動期の避難所
運営」の面からも組織強化が図られてい
る。引き続き新たな組織結成に向けた自
主防災組織育成事業の周知や声掛けを
実施していく。
また、地域の防災力を強化するため、引
き続き、各地区において自主防災組織等
と連携した防災訓練を実施していく。

③ 海岸地域の津
波避難対策の
充実

津波避難対策の充実に向けて、海
岸地域における津波避難施設の改
修や防災行政無線の整備を行いま
す。

総務防災・基
地対策課

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

津波の基準水位に対し、建物の一部が浸
水深を下回る本別海地域防災センターに
ついて、改修等の検討を行うにあたり津波
荷重耐力評価を実施した。

津波荷重耐力評価を実施した本別海地
域防災センターについて、改修に向けた
設計及び改修工事を実施するとともに、
一部老朽化が進んでいる施設について、
計画的な改修を実施する必要がある。

④ 海岸保全の推
進

暴風・高潮等による海岸侵食を防
止するため、関係機関へ要請を行
い、関係者との調整を図りながら海
岸保全事業を推進します。

事業課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

海岸保全施設の整備要望については、町
から道へ要請。また「北海道治水砂防海
岸事業促進同盟」及び「北海道農地保全
対策事業促進協会」において、国へ要請
している。

海岸保全施設整備事業費を確保し、整備
促進をするため、引き続き要請活動を継
続していく。

③ 火災予防・初期
消火・救急救命
に関する知識
の普及

町民や各団体を対象とした防火講
習・救命講習等を積極的に実施し、
火災予防・救命率向上に関する知
識を普及・啓発します。

別海消防署

今後も、いつ起きてもお
かしくない大災害に備え
て、備蓄食糧数等の見直
しや整備をする必要があ
ります。また、地域におけ
る防災力の強化に向けて
自主防災組織の結成を
促進するために、別海町
自主防災組織育成補助
金事業の周知や、未結成
地域への働きかけ等を積
極的に行う必要がありま
す。
さらに、津波や高潮への
対策も大変重要であるこ
とから、今後改正を予定
している津波浸水想定を
基にして海岸地区におけ
る避難施設の改修を検
討するほか、引き続き関
係者との調整を図りなが
ら、海岸保全施設等を整
備する必要があります。

町民の防災に対する自
助・共助の意識を育みな
がら、公助が連携し、あら
ゆる災害や危機に対処で
きる安全・安心なまちづく
りを推進します。
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第5章・安全に、安心して住み続けられるまち

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

（９）交通安全・防犯対策の推進
① 交通安全意識

の高揚
関係機関や交通安全指導員と連携
して、子どもから高齢者まで、年齢
層に応じた交通安全教育を実施す
るほか、街頭における啓発運動を
実施します。

生活環境課

交通安全教室と
街頭啓発の

開催数
（回）

28 30 29 22 26 31 34 34
A（ ほぼ
100％ ）

別海町交通安全協会や交通安全指導
員、中標津警察署と連携し、幼稚園、保育
園で模擬信号機を活用した交通安全教室
を開催した。
また、全国の交通安全運動や地域職域運
動（６期60日）に合わせ、各地域におい
て、旗波運動やパトライト運動による啓発
運動を行った。

今後も交通安全教室や街頭啓発を含む
各種啓発運動を継続していく。

② 安全な道路環
境の整備・維持

交通安全施設を計画的に整備し、
運転者への注意喚起を促す安全な
道路環境の整備を進めます。

生活環境課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

道路管理部局と連携し、交通安全対策特
別交付金を活用した計画的な区画線等の
整備を実施した。
また、交通安全施設に係る町内会からの
要望等に対し、必要に応じて、交通安全
施設の設置や中標津警察署への設置要
望を実施した。

今後も、安全な道路環境の整備・維持に
対する交通安全施設の計画的な整備に
ついて継続していく。

③ 防犯意識の高
揚

警察や関係機関・団体との連携の
もと、防犯活動や広報・啓発活動、
情報提供等を推進し、町民の防犯
意識の高揚に取り組みます。

生活環境課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

別海町防犯協会や中標津警察署と連携
し、特殊詐欺被害啓発チラシの新聞折り
込みや、新入学児童への防犯ブザーの配
布、「見守りわんわんパトロール」事業等
を行った。

今後も、防犯意識の高揚に向けた防犯活
動や広報・啓発活動等を継続していく。

④ 防犯灯の整備 犯罪を誘発するおそれのある環境
の改善を図るため、町内会と連携し
必要な防犯灯の整備を進めます。

総合政策課
省エネ防犯灯の

設置率
（％）

89 96 80.5 83.83 85.8 97.23 97.23 97.23
A（ ほぼ
100％ ）

町内の非省エネ灯のほぼ全ての省エネ化
が完了した。

残り2.77%の非省エネ灯は同等色温度
LEDが商品化されていないナトリウム灯
や、事情があり1巡目に工事できなかった
ものがある。今後は、ナトリウム灯同等色
温度のLED商品の開発動向及び費用対
効果を注視し、本事業実施の是非を検討
する。

（10）消費者保護の充実
① 消費者生活情

報と学習機会
拡充・啓発の推
進

関係機関と連携し、広報紙やホー
ムページ等を通じた消費生活情報
の提供を行うほか、街頭啓発や消
費者大会の実施により、悪質商法
による被害の予防啓発活動を行い
ます。

生活環境課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

消費者協会と連携し、街頭啓発や消費者
大会を開催している。
また、必要に応じて広報やＳＮＳで周知す
るなど、悪質商法による被害の予防啓発
活動を行っている。

現在の状況を維持していく。

② 消費生活相談
の充実

職員の消費生活相談研修への参
加や、根室振興局管内市町間の連
携による広域的な相談体制の構築
により、トラブルの未然防止と発生
後の適切な対応を行います。

生活環境課
消費相談件数

（件）
8 5 4 11 11 24 28 24

A（ ほぼ
100％ ）

担当職員が消費生活相談研修を重ね、必
要に応じて専門機関に確認しながら窓口
対応をしている。
また、根室振興局管内市町間で連携協定
を結び、広域的な相談体制を構築してい
る。

引き続き知識の習得や他機関等との連携
に努める。

交通安全対策としては、
交通事故防止のため、年
齢層に応じた交通安全講
習会を継続して実施する
とともに、特に高齢者に
対する啓発を強化する必
要があります。
また、防犯対策としては、
不審者や特殊詐欺被害
の増加が懸念されること
から、犯罪の発生を未然
に防ぐため、多くの地区
で防犯活動が実施される
よう活動の促進に取り組
んでいくとともに、今後
も、防犯チラシの作成、
配布等により町民の防犯
意識の啓発を図ることが
重要となります。
防犯灯の整備について
は、住宅区域の拡張等に
伴い、防犯灯の設置が必
要な箇所も変動するた
め、状況に合わせた防犯
灯の設置が求められてい
ます。また、木柱が多く使
用されており、経年劣化
や腐食が進んでいること
から、改修の必要性が高
い防犯灯の整備を計画
的に実施する必要があり
ます。

町民の誰もが、交通事故
の被害者にも加害者にも
ならないよう、交通安全
意識の高揚、安全な道路
環境の整備・維持に取り
組み、安全・安心のまち
づくりを進めます。また、
関係団体との連携によ
り、地域の自主的な防
犯・安全活動を充実する
とともに、犯罪のない安
全・安心な社会づくりを目
指し、防犯意識の高揚を
推進するほか、防犯効果
の向上につながる環境の
整備に取り組みます。

消費トラブルに遭うことな
く、安心して日々の生活
を送るためにも、流行して
いる悪質商法等の情報
を、町民に速やかに知ら
せる仕組みづくりや、学
校での消費者教育の推
進を検討する必要があり
ます。また、効果的な消
費者被害予防策を検討
することも必要となってい
ます。

近年の環境変化を踏まえ
た消費者保護政策全般
の強化を推進し、消費者
トラブルの未然防止を図
るとともに、町民が安心し
て相談できる環境づくりを
進めます。
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第6章・参画と協働で共につくるまち

第７次別海町総合計画（令和６年度）達成状況確認シート
現状（Plan/Do）　 点検・評価・方針（Check/Action）　

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

第６章 安全に、安心して住み続けられるまち　　　～　うるおいのある　快適な居住環境づくり　～
（１）住民参画のまちづくり

① 「別海町協働基
本指針」に基づ
く住民参画の
推進

町民の意見や発想を取り入れた行
政の推進に向けて、町民の多種多
様な課題やニーズの把握と、その
解決に向けた協働のまちづくりを推
進します。また、協働の機会を創出
するとともに、「生涯学習センター」
内に協働を実践する諸団体の活動
の場を設けます。

総合政策課

べつかい協働の
まちづくり補助金

交付団体
【期間累計】

（件）

25 50 5 6 9 12 14 24
A（ ほぼ
100％ ）

要綱を改正し、活用しやすい補助制度へ
見直しを行ったことにより、令和６年度の
活用団体は大幅に増加した。

まぢつくり活動の更なる活性化を図るた
め、補助制度の継続的な検証、見直しを
行いながら、適切な運用を図っていく。

② 広報・広聴活動
の充実

広報紙やホームページの内容充実
を図るほか、町民や各種団体への
意見聴取、各種アンケートの実施
により、町民の意見・アイデアを積
極的に取り入れる協働のまちづくり
を推進します。

情報広報課

町民の広報・
広聴活動満足度
【まちづくりアン
ケートによる】

（％）

60 70 ‐ ‐ - - 51.1 -
B（ 75％
程度 ）

令和6年度に広報誌の全面リニューアル
を実施し、読みやすさ・わかりやすさを向
上させる取組を行った。

広報誌のリニューアル後の効果測定のた
め、令和7年度にアンケート調査を実施す
る。その結果とともに、町民からの意見を
取り入れながら、読みやすさ、わかりやす
さの向上に努めていく。

③ 情報公開の推
進

「情報公開条例」及び「個人情報保
護条例」に基づき円滑な情報公開
を推進し、町政運営の透明性を確
保します。また、広報やホームペー
ジを通して情報の公開請求の方法
や情報請求の対象となる情報を周
知し、町民にとって分かりやすく運
営します。

総務防災・基
地対策課

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

情報公開は条例に基づき、個人情報開示
については法律に基づき、適正に行われ
ている。

公開開示請求の方法など、町民にわかり
やすい制度として周知する。

（２）コミュニティ活動の促進

総務防災・基
地対策課

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

各自治会に毎年度交付金を交付し、自治
会の活性化を図っていく。

今後においても交付金の交付を続けてい
く。
活動の活性化を目的に、交付金単価の増
額を検討する。

総合政策課

地域活動やボラ
ンティア活動へ
の参加意向【ま
ちづくりアンケー

トによる】
（％）

49 50 ‐ ‐ ‐ ‐ 53.2 ‐
E(未実
施）

令和6年度において参加意向調査は実施
していない。

地域活動やボランティア活動が町を支え
る根幹になる。積極的な地域活動、ボラン
ティア活動が町民皆様が参加しやすい、し
たくなるような機運づくりをどう組み立てて
いくかが重要と考える。

総務防災・基
地対策課

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

※自主防災組織のみ。交友安全協会等
は生活環境課
自主防災組織等が実施する防災訓練や
災害用備品購入に対して補助する自主防
災組織育成事業について、令和６年度は
４件の活用があった。

自主防災組織育成事業について、町内会
長会議や防災訓練打合せ時などでの周
知を図り、活用を促していく。

人事財産課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
D( 25％
程度 ）

町内会等と協議し、優先度を判断した上
で会館の修繕や暖房の更新等を実施し
た。

予算状況を鑑み、優先度を判断した上で会館
整備及び必要な備品等の更新を計画的に実施
していく。
各地域会館管理の方向性については、地域と
協議の上決定し進める。

総合政策課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

全町内会を対象に備品整備の希望を取り
まとめ、一般財団法人自治総合センター
による助成金（補助割合10割、上限250万
円）で1年度に1町内会の整備を進めてい
る。

助成金制度として、助成申請は1年度につ
き1町内会のみであるため、順番待ちが発
生している状況にある。緊急性や順番待
ちの期間を考慮し、整備を進める。

（３）人権の尊重

主要施策 内容

新たに活動を始める団体
や、縮小傾向にある住民
団体の活動が活性化す
るよう、多様な課題や
ニーズの把握に努め、団
体間での情報共有や協
力関係の構築を図るため
の拠点を整備し、協働の
まちづくりに対する意識を
醸成する必要がありま
す。
また、広報活動は、定期
的に町民向けアンケート
を実施し、情報の共有と
周知を図ることや、町政
運営の透明性の確保に
ついては、情報公開条例
に基づく情報公開に引き
続き努めることが求めら
れています。

地域社会における課題解
決に向けて、町民と行
政、さらには各団体と連
携し協働のまちづくりを推
進するとともに、住民参
画のまちづくりが円滑に
進められるよう、広報・啓
発活動を充実します。

町内会活動に利用される
会館や備品については、
今後多くの地区で老朽化
が進み、整備を要すると
見込まれるため、引き続
き町有施設の改修や更
新、また、町内会等が管
理する会館等への支援を
行う必要があります。
さらに、地域の課題を自
ら把握し解決することが
できる地域づくりを進める
ためにも、コミュニティ活
動の活性化に有効な支
援施策を推進し、自治機
能の向上、行政やコミュ
ニティ間におけるネット
ワークづくりを進める必要
があります。
また、コミュニティ施設の
老朽化対策については、
未実施の会館を対象とし
て引き続き改修を実施す
るほか、人口減少が進む
中で利用頻度等を考慮
し、廃止も視野に入れた
整備計画の検討が求め
られています。

コミュニティ活動の環境づ
くりを支援することによ
り、町内会等における活
動を推進します。
また、地域における課題
を自ら把握し解決するこ
とができるよう、自主的な
コミュニティ活動の活性
化と確立を促進します。

① コミュニティ活
動の活性化支
援

自主防災組織の育成や防犯活動、
交通安全活動、高齢者の見守りや
子育て支援活動など、さまざまなコ
ミュニティ活動に対する費用の補助
による支援及びネットワークづくりを
推進します。

② コミュニティ活
動の環境づくり
を支援

町内会の会館や、コミュニティ活動
に必要な備品等を整備し、コミュニ
ティ活動を行うための環境づくりを
支援します。
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第6章・参画と協働で共につくるまち

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

人権啓発
事業回数

（回）
2 2 0 1 0 0 0 0

D( 25％
程度 ）

人権相談事業
開設回数

（回）
2 2 3 1 1 4 4 2

A（ ほぼ
100％ ）

人権教育啓発
事業実施校数

（校）
3 3 4 5 2 2 4 5

A（ ほぼ
100％ ）

② 人権問題に関
する相談体制
の充実

人権問題に関する相談体制を充実
し、活動内容の周知を徹底します。
また、ＤＶ被害への迅速な対応に向
けて、関係機関と連携します。

生活環境課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

人権擁護委員による人権相談の活動に
協力し、広報で開催日を周知している。
DV被害に対して迅速に対応するため、被
害者保護の予算を措置し、適正な対応を
とるため、シェルターや警察等の関係機
関との連携を図っている。

現在の状況を維持していく。

人事財産課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

別海町特定事業主行動計画（令和3年3月
改正）に基づく各種休暇の積極的な取得
推進について、職員に対し継続的に通知
している。
制度周知やそれによる職員の意識高揚
等により、男性職員の育児休業の取得率
は着実に向上している。

令和7年度中に別海町特定事業主行動計
画を改正し、男女平等参画の視点から、
今後も女性が働きやすい職場づくりに向
け、各種取組（男性の育児休業の取得、
管理職への女性配置等）を積極的に促進
するとともに、職員に対し周知を継続す
る。

総合政策課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

別海町男女共同参画計画の策定に取り
組んでいる。

第７次総合計画へ男女共同参画計画を取
り込むことの検討を進めていく。（女性の
職業生活における活躍の推進に関する計
画も含む）

商工観光課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

適宜、情報提供を行っている。 引き続き啓発活動を推進していく。

④ 高齢者等の権
利擁護の推進

成年後見事業等により、増加が見
込まれる高齢者や認知症の方など
の権利を守る取組を進めます。

介護支援課

市民後見人の
登録者数

【期間累計】
（人）

20 30 0 0 0 0 0 1
D( 25％
程度 ）

5年に1度開催している市民後見人養成研
修（研修後に市民後見人に登録）につい
て令和6年度に開催し1名が登録した。

次回の市民後見人養成研修は5年後の開
催となるが、研修の一部をオンラインでも
受講できる体制とするなど、受講しやすい
体制を目指します。

（４）北方領土対策の推進

北方領土返還
要求署名数

（人）
4,000 4,100 1,424 4,853 1,105 2,127 2,445 2,215

C（ 50％
程度 ）

別海北方展望塔
入館者数

（人）
81,000 82,000 77,554 52,403 53,133 70,569 79,711 92,095

A（ ほぼ
100％ ）

② 北方領土返還
運動を推進す
る次世代の育
成

北方領土の歴史や現状を伝える学
習会・「ふれあいトーク宅配講座」を
開催します。
また、千島歯舞諸島居住者連盟別
海町支部と連携し、返還要求運動
の推進と後継者育成活動を支援し
ます。

総合政策課

北方領土学習
会・「ふれあい

トーク宅配講座」
開催回数

（回）

5 7 1 0 0 1 0 0
D( 25％
程度 ）

町内の中学生を対象にした「ふれあいトー
ク宅配講座」は、実績が少ない状況だが、
各都道府県民会議からの依頼等により、
随時、北方領土講座等を行っている。
また、千島歯舞諸島居住者連盟別海町支
部では、「北方領土の日クイズ大会」を実
施する等、工夫を凝らした活動を行った。

今後も町内学校や、各団体向けにふれあ
いトーク宅配講座を開催し、次代を担う後
継者の育成に努める。
また、千島歯舞諸島居住者連盟別海町支
部と連携し、次代を担う子どもたちの育成
だけに留まらず、北方領土問題に興味の
ある方全てに対する啓発活動を行う必要
がある。

人事財産課

多様化、複雑化する人権
問題の解消に向け、人権
に対する理解を広め、全
ての人々の人権が尊重さ
れる社会の実現を目指し
ます。

① 人権啓発と人
権教育の推進

関係機関との連携のもと、家庭、学
校、地域社会、職場、広報等あらゆ
る場や機会を通じて、差別や偏見
なく多様性を認め合っていけるよう
に人権啓発と人権教育を推進しま
す。

生活環境課

人権教室等の人権擁護委員の活動に協
力し、広報等で活動内容を周知し、啓発に
つなげている。

町の事業としても啓発に注力していく必要
がある。

③ 男女共同参画
社会の推進

地域における課題を把握するととも
に、固定的な性別役割分担意識の
解消に向けた意識改革を推進しま
す。また、男女平等参画の視点か
ら雇用機会均等の啓発を行いま
す。

北方領土問題に対する
理解と認識を深めるた
め、各種啓発活動を継続
して推進し、多くの町民に
問題を知ってもらう必要
があります。
また、経済活動が制限さ
れている北方領土隣接地
域の特殊な事情を踏ま
え、諸問題の解決の促進
を図るため、「北方領土
隣接地域の振興及び住
民の生活の安定に関す
る計画」に基づき各種事
業に取り組む必要があり
ます。

北方領土問題の早期解
決に向けて、国や北海
道、北方領土に隣接した
市町、関係団体が連携を
図りながら返還要求運動
の推進に取り組み、全国
民に意識の高揚と喚起を
促します。

① 北方領土問題
の啓発と意識
の喚起

北方領土隣接地域への修学旅行
誘致、返還要求アピール行動や町
独自のホームページの更新等を通
じて北方領土問題の啓発と意識の
喚起に取り組みます。
また、北方領土問題に対する理解
と認識を深めるため、別海北方展
望塔の入館者数増加に向けた取組
を行います。 総合政策課

令和6年度には、道の駅のテナント事業者
変更により、特産品の販売強化などの施
策を実施した結果、入館者数が大幅に増
加し、北方領土問題の啓発に大きな効果
があった。

新型コロナウイルス感染症が終息し、人
の動きも戻ってきたことから、改めて北方
領土問題啓発を展開するとともに、全国に
向けて北方領土問題の理解と認識を深め
る取り組みを進めていく必要がある。

人権の課題について正し
い理解を深め、互いの人
権を尊重し合えるよう人
権に対する理解を広め、
全ての人々の人権が尊
重される社会の実現を目
指します。
そのために、新たな創意
工夫も取り入れながら、
人権尊重の理念を暮らし
の中に根付かせ、町民一
人ひとりの人権感覚を育
む教育と啓発活動に一層
努める必要があります。
また、男女共同参画社会
の形成に向けて、意識改
革に取り組む必要がある
ほか、女性の登用を推進
することも重要であること
から、本町の課題を把握
し、地域特性を勘案した
取組を検討する必要があ
ります。
権利擁護事業の一つで
ある成年後見事業は、別
海町社会福祉協議会と
連携を図りながら、更な
る制度の周知と後見事業
を支える市民後見人の養
成を進める必要がありま
す。
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第6章・参画と協働で共につくるまち

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

③ 北方領土隣接
地域振興等事
業の推進

「北方領土隣接地域の振興及び住
民の生活の安定に関する計画」を
もとに、町が抱える問題を踏まえた
各種事業を推進します。

総合政策課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
A（ ほぼ
100％ ）

「第９期北方領土隣接地域の振興及び住
民の生活の安定に関する計画」に基づ
き、北方補助金（基金、推進費、加速化）
を活用し、各種事業を実施した。
また、令和5年度は第9期振興計画の2年
目であり、新しい計画目標に基づき、各種
補助事業の推進を図っている。

北海道が策定する第９期振興計画（令和
５～９年度）がスタートしており、今後も「北
方領土隣接地域の振興及び住民の安定
に関する計画」に基づいた各種事業を推
進し、隣接地域が抱えている諸問題の解
決の促進を図る。

（５）時代に対応した自治体経営の推進

財政課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
C（ 50％
程度 ）

R6年度に新たな行財政改革実施計画を
策定した。同計画の評価・検証・見直し
は、毎年度全課照会することとして整理を
した。

計画最終年度である令和10年度までに、
行財政改革実施計画に掲載した個別の
目標の状況を整理（評価・検証・見直し）
する。
また、最終年度には、次期計画を策定す
る必要がある。

財政課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
D( 25％
程度 ）

限られた財源を効果的に活用するため、
ヒアリング等を通じて事業や経費の見直し
や節減を行い、効率的な行財政運営を進
めている。

物価高騰及び人件費の増による歳出の
増加が続いており、経常収支比率が改善
しにくい傾向にある。
今後も、物価高騰が続くことが想定される
ため、更なる経費削減と歳入の確保に取
り組む必要がある。

② 健全な財政基
盤の確保

自主財源の確保、国・北海道等の
各種補助制度の活用、町税等の収
納率の向上を図り、健全な財政運
営を推進します。また、限られた財
源を効果的に活用するため、経費
や、受益者負担の原則に基づき使
用料・手数料を見直します。

財政課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
D( 25％
程度 ）

「税外収入滞納整理等検討会議」を定期
的に開催し、町税や使用料等の収納率向
上に努めるとともに、国・北海道等の各種
補助制度や交付税措置のある有利な起
債を活用するなど、財源確保に努めてい
る。また、限られた財源を効果的に活用す
るため、ヒアリング等を通じて事業や経費
の見直しや節減に取り組んでいる。
なお、使用料及び手数料については、受
益者負担の原則に基づき、令和元年度に
見直しを行っている。

今後も、　「税外収入滞納整理等検討会
議」を定期的に開催し、町税や使用料等
の収納率向上に努めるとともに、国・北海
道等の各種補助制度や交付税措置のあ
る有利な起債を活用するなど、財源確保
に努めていく。
また、ふるさと応援寄附金の伸びにより、
自主財源である基金が増加しているが、
経常的な収入ではない上、物価高騰が続
く経済状況を鑑み、今後も経費削減に取
り組む必要がある。
使用料及び手数料については、施設の維
持管理費が増加していることから、受益者
負担の原則に基づき、適正な料金設定と
なるよう適期に見直しを行う必要がある。

経常収支比率
（％）

93.0 89.0 91.2 92.9 91.9 93.1 93.6 92.7
B（ 75％
程度 ）

実質公債費比率
（％）

13.0 12.0 12.0 12.3 11.9 11.5 11.1 11.1
A（ ほぼ
100％ ）

将来負担比率
（％）

70.0 60.0 78.0 80.0 68.8 31.7 - -
A（ ほぼ
100％ ）

別海病院 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
C（ 50％
程度 ）

医師の退職や患者数の減少に伴う医業
収益の減少が顕著となっている中、一般
会計からの繰入金の増額により、何とか
地域医療体制を維持している。

令和5年度に策定した「町立別海病院経
営強化プラン」の検証を行ったうえで、別
海病院のあるべき姿を外部の意見を取り
入れながら描くこととする。

上下水道課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
C（ 50％
程度 ）

各種計画の見直しについて検討した。 水道ビジョンの見直しを実施し、料料金改
定を検討・実施する。

① 行政改革の推
進

多種・多様化する住民ニーズに対
応するため、効率的な行財政運営
を行います。また、各種施策や事業
の継続的な評価・検証・見直しを行
う仕組みを確立し、行財政改革を推
進します。

③ 効果的・効率的
な財政運営の
推進

財政状況の分析・公表を行うととも
に、重要度や緊急度を勘案した事
業の重点化を図り、効果的・効率的
な財政運営を推進します。また、町
民との協働のまちづくりを更に推し
進めるため、財政推計等を公表す
るほか、町立別海病院事業、水道
事業の地方公営企業の経営健全
化を進めます。 財政課

経常収支比率は、物価高騰、人件費の増
などによる経常的な経費が増加している
ものの、普通交付税、税収の伸びにより
前年度から0.9ポイント改善した。
また、実質公債費比率及び将来負担比率
は、目標値を達成しており、特に将来負担
比率については、ふるさと応援基金等の
増加により算定比率はありません。
財政状況の分析・公表については、財政
健全化に関する法律や地方公会計制度
に基づく財務諸表の公表などを行うととも
に、令和２年１１月には、中長期財政運営
基準の策定・公表を行っている。

今後も物価の高騰、高止まりが続くと想定
され、経常的経費の増加により、財政の
硬直化がより一層進むことが懸念される。
また、老朽化した公共・公用施設の建替
え、大規模改修が必要となる施設もあるこ
とから、施設継続の必要性、機能集約も
検討しながら、更なる経費節減等に取り組
み、財政状況の改善に努める必要があ
る。

持続可能な地域社会をつ
くるためには、効率的な
行財政運営や限られた
財源と人材の下で多種・
多様化する住民ニーズに
的確に応えることが求め
られています。これを実
現するためにも、今後よ
り一層の行財政改革を進
める必要があります。行
政運営に必要な職員数を
維持するため、「第４次定
員適正化計画」により職
員数の適正化に取り組ん
でいますが、保育士、看
護師等の資格職につい
てはさまざまな制度改正
等により、計画数以上の
増員となる見込みである
ため、今後も組織全体と
しての適正な職員数の把
握及び維持に努める必
要があります。
また、今後は老朽化した
公共・公用施設の建て替
え等の大型事業が予定さ
れていることから、健全な
財政運営を行うために
も、自主財源の確保に加
え国・北海道等の各種補
助制度等の有効活用を
図る必要があります。併
せて、町民との協働のま
ちづくりを更に推し進める
ため、財政推計等を公表
することも重要となってい
ます。
さらに、多様化・複雑化す
る住民ニーズに対応する
ことができるよう、職員自
身の企画力、自主性及び
多面的能力を向上させる
研修制度の導入や、効率
的な行財政運営を図るた
め、広域行政の可能性に
ついて検討することも求
められています。

持続可能な自治体経営
の推進に向け、行財政改
革を積極的に進め、効率
的な行財政運営を行いま
す。
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第6章・参画と協働で共につくるまち

基
本
方
向

施策の大綱 施策の目的 担当課 ＫＰＩ
Ｒ5

中間
目標

Ｒ10
最終
目標

Ｒ1
実績

Ｒ2
実績

Ｒ3
実績

Ｒ4
実績

Ｒ5
実績

Ｒ6
実績

進捗度 効果・進捗状況の検証
今後の方向性、
残された課題等

主要施策 内容

④ 職員の意識改
革の推進

研修や自己啓発の促進による職員
の資質向上と意識改革を図るほ
か、人事評価制度による目標管理
を実施します。

人事財産課 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
B（ 75％
程度 ）

職員研修として、職階ごとの指導能力研
修、管理能力研修のほか、各種職員研修
を継続実施している。また、人事評価制度
による目標管理を実施し、職員の意識改
革を推進している。

「別海町職員人材育成・確保基本方針（令和6
年改定）」に基づき、時代に即した行政課題へ
の政策形成、創造的能力の向上に対応した研
修を充実させる必要がある。また、人事評価シ
ステム（令和7年度導入）を用いた人事評価を
活用し昇給等への反映をより積極的に行って
いかなければならない。

⑤ 広域行政の推
進

周辺自治体との連携による行政
ニーズの多様化・高度化、生活圏
の拡大に対応し、圏域住民の暮ら
しを支える利便性の高い行政サー
ビスの提供に努めるとともに、更な
る効率的な行政運営を図るため、
広域行政の可能性について検討し
ます。

総務防災・基
地対策課

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
D( 25％
程度 ）

各事務レベルにおいて、周辺町村との情
報共有は図られている状況である。

今後も共通化できる事務等の模索を続け
ていく。
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